
第１１６回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

報 告 第 ６ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

第８９号議案 神河町教育委員会教育長の任命の件

第９０号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

第９１号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

第９２号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

第９３号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

第９４号議案 神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例制定の件

第９５号議案 神河町印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

第９６号議案 神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例制定の件

第９７号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

第９８号議案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第９９号議案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

第１００号議案 神河町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定の件

第１０１号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第１０２号議案 神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例の一部を改正

する条例制定の件

第１０３号議案 神河町立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件

第１０４号議案 神河町下水道事業の設置等に関する条例及び神河町下水道事業に地方

公営企業法の一部を適用する条例の一部を改正する条例制定の件

第１０５号議案 神河町公の施設（神河町ケーブルテレビネットワーク施設）の指定管

理者指定の件

第１０６号議案 令和５年度神河町一般会計補正予算（第６号）

第１０７号議案 令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第３号）

第１０８号議案 令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

第１０９号議案 令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

第１１０号議案 令和５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

第１１１号議案 令和５年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）
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第１１２号議案 令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

第１１３号議案 令和５年度神河町浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）

第１１４号議案 令和５年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）

第１１５号議案 令和５年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）

第１１６号議案 令和５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）

第１１７号議案 中播公平委員会委員の選任の件

第１１８号議案 神河町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件

第１１９号議案 令和５年度神河町一般会計補正予算（第７号）
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神河町告示第181号

第116回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

令和５年11月28日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 令和５年12月６日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

小 島 義 次 松 岡 宣 彦

木 村 秀 幸 藤 森 正 晴

澤 田 俊 一 藤 原 資 広

 納 良 幸 栗 原  哉

安 部 重 助 小 寺 俊 輔

吉 岡 嘉 宏

○応招しなかった議員

な し
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令和５年 第116回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和５年12月６日（水曜日）

議事日程（第１号）

令和５年12月６日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第６号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第５ 第89号議案 神河町教育委員会教育長の任命の件

日程第６ 第90号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

日程第７ 第91号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

日程第８ 第92号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

日程第９ 第93号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

日程第10 第94号議案 神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例制定の件

日程第11 第95号議案 神河町印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第96号議案 神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件

第97号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

第98号議案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第99号議案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

日程第13 第 100号議案 神河町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第 101号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第15 第 102号議案 神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

日程第16 第 103号議案 神河町立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件

日程第17 第 104号議案 神河町下水道事業の設置等に関する条例及び神河町下水道事業

に地方公営企業法の一部を適用する条例の一部を改正する条例

制定の件

日程第18 第 105号議案 神河町公の施設（神河町ケーブルテレビネットワーク施設）の
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指定管理者指定の件

日程第19 第 106号議案 令和５年度神河町一般会計補正予算（第６号）

日程第20 第 107号議案 令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第21 第 108号議案 令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第22 第 109号議案 令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第23 第 110号議案 令和５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第24 第 111号議案 令和５年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）

日程第25 第 112号議案 令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計補正予算（第

１号）

日程第26 第 113号議案 令和５年度神河町浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）

日程第27 第 114号議案 令和５年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第28 第 115号議案 令和５年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）

日程第29 第 116号議案 令和５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第６号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第５ 第89号議案 神河町教育委員会教育長の任命の件

日程第６ 第90号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

日程第７ 第91号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

日程第８ 第92号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

日程第９ 第93号議案 神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件

日程第10 第94号議案 神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例制定の件

日程第11 第95号議案 神河町印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第96号議案 神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件

第97号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

第98号議案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第99号議案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部
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を改正する条例制定の件

日程第13 第 100号議案 神河町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第 101号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第15 第 102号議案 神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

日程第16 第 103号議案 神河町立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件

日程第17 第 104号議案 神河町下水道事業の設置等に関する条例及び神河町下水道事業

に地方公営企業法の一部を適用する条例の一部を改正する条例

制定の件

日程第18 第 105号議案 神河町公の施設（神河町ケーブルテレビネットワーク施設）の

指定管理者指定の件

日程第19 第 106号議案 令和５年度神河町一般会計補正予算（第６号）

日程第20 第 107号議案 令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第21 第 108号議案 令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第22 第 109号議案 令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第23 第 110号議案 令和５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第24 第 111号議案 令和５年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）

日程第25 第 112号議案 令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計補正予算（第

１号）

日程第26 第 113号議案 令和５年度神河町浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）

日程第27 第 114号議案 令和５年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第28 第 115号議案 令和５年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）

日程第29 第 116号議案 令和５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）

出席議員（11名）

１番 小 島 義 次 ７番 松 岡 宣 彦

２番 木 村 秀 幸 ８番 藤 森 正 晴

３番 澤 田 俊 一 ９番 藤 原 資 広

４番  納 良 幸 11番 栗 原  哉

５番 安 部 重 助 12番 小 寺 俊 輔

６番 吉 岡 嘉 宏
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欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長  内 教 男 主査 鵜 野 雄二郎

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 野  直 規

副町長 前 田 義 人 地籍課長 中 野 友 純

教育長 入 江 多喜夫 上下水道課長 谷 綛 和 人

総務課長 平 岡 万寿夫 健康福祉課長 藤 原 栄 太

総務課参事兼財政特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

黒 田 勝 樹 木 村 弘 美

税務課長 長 井 千 晴 会計管理者兼会計課長

住民生活課長 平 岡 民 雄 北 川 由 美

住民生活課参事兼防災特命参事 町参事兼病院副院長兼事務長

井 出 博 春 名 常 洋

農林政策課長 前 川 穂 積 病院総務課長兼施設課長

ひと・まち・みらい課長 井 上 淳一朗

石 橋 啓 明 教育課長兼給食センター所長

ひ と ･ ま ち ･ み ら い 課 副 課 長 兼 商 工 観 光 特 命 参 事 児 島 浩 司

 橋 吉 治 教育課参事兼社会教育特命参事

宮 本 公 平

議長挨拶

○議長（小寺 俊輔君） 皆さん、おはようございます。

開会に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。

師走に入り、朝晩の冷え込みが厳しくなり、冬の訪れを感じる一方で、日中は例年に

ない暖かい日もあり、体調管理に苦慮されていることと存じます。また、１０月に猛威

を振るった季節外れのインフルエンザは、現在のところ、福崎保健所管内では流行の兆

しはありませんが、県内、また全国に目を向けますと、まだまだ猛威を振るい続けてい

ます。皆様方には、より一層御自愛くださり、日々健康で過ごしていただきたいと願う

ばかりであります。

さて、令和４年に執行されました神河町議会議員選挙では無投票となり、町民の方は

もとより、我々議会も衝撃を受けたことは記憶に新しいところです。全国的に議員の成
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り手不足や無投票が取り上げられておりますが、まずは町民の方々に議会の活動を知っ

ていただき、議会の魅力を上げる活動をするなど、議員間で議会改革の必要性を共有し

たところです。

その議会改革の一環として、神戸国際大学の中村教授にアドバイザーをお願いし、魅

力ある議会づくりにお力をお借りすることになりました。今日は、中村教授をはじめ、

神戸国際大学の学生の方々に本会議の傍聴にお越しいただいております。まず、議会と

はどんなことをしているのかを直接見ていただいた上で、若い方々の率直な意見をいた

だき、議会改革の一助になればと思う次第であります。活動内容の詳細は詰めていく必

要がありますが、後日発行されます議会だよりでお知らせできればと思っております。

そのほかにも、従来より申し込みしやすくした意見交換会や常任委員会ごとの政策提

言など様々な議会改革に取り組んでおり、都度、議会だよりでお知らせしておりますの

で、町民の皆様方からの忌憚のない御意見をいただければ幸いであります。

本日、ここに第１１６回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位並びに

執行部におかれましては、定刻までに御参集を賜り開会できますことは、町政のため、

誠に御同慶に堪えません。

後ほど議会運営委員長から報告を受けますが、今次定例会に町長から提出されます案

件は、報告、人事案件、条例の制定、一部改正、各会計補正予算など、計２９件であり

ます。いずれも町政にとって重要な案件であります。議員各位には、格別の御精励を賜

り、適正妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。

第１１６回神河町議会定例会の開会に当たりまして、私からも一言御挨拶申し上げま

す。

師走に入り、寒さが身にしみるとともに、何かと気ぜわしい毎日となってまいりまし

た。１１月には、消防団防火パレードや自主防災かみかわ防災訓練が長谷ブロックで開

催されたほか、各地域で多くの地域活性イベントがありました。役場前ふるさと広場で

は第９回かみかわ商工祭が開催され、近年、全国各地域で後継者不足による事業継承が

危惧される中、地元産業のＰＲをテーマに子供向け職業体験が開催され、木工クラフト、

測量体験、鬼瓦製作をはじめ、多くの地元産業に子供たちが触れることができ、すばら

しい商工祭となりました。そのほか、グリーンエコー笠形で名水めぐりゆずマラニック、

福本区による福本藩陣屋跡庭園の紅葉ライトアップ、上小田区の自然薯まつり、山田営

農の花御所柿のオーナー選木、道の駅では、地元女性会チアバアバの皆さんによる健康

ダンス、ダンシングヒーローでにぎわいました銀の馬車道・神河の収穫祭、また、２０

０名が参加のＪＲ利用促進を兼ねた第９回長谷駅を「私たちで守ろう」紅葉ウォーキン

グ、１１月、兵庫県ともしびの賞受賞の根宇野獅子舞が披露された根宇野区ゆず祭り、
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岩屋区報恩寺においては、１００名の方がクラシック音楽を楽しまれました。そして、

２５日には、ヴィッセル神戸を応援する首長の会がノエビアスタジアム神戸で開催され、

ヴィッセル神戸を精いっぱい応援してまいりました。今日勝てばホームで優勝が決まる

大事な一戦、結果は２対１で見事Ｊリーグの初制覇、ヴィッセル神戸を応援する首長の

会事務局の神河町としても最高の一日となりました。いよいよ神河町として、交流から

関係、そして定住につながるまちづくりが復活してきたと実感できる１１月でありまし

た。

次に、１１月２９日には、総額１３兆０００億円の国の令和５年度補正予算が可決

したところですが、１１月は国の予算が決まる時期であり、８日から１６日にかけて、

２回に分けて東京での要望活動に参加してまいりました。全国町村長大会をはじめとす

る道路関係、過疎関係、山村振興、治水砂防、観光地関係など、各方面の全国大会に参

加し、あわせて、各省庁と地元選出国会議員への要望活動も行い、神河町も来年度の予

算確保に向けて精いっぱい要望を行ってまいりました。

なお、このたびの国の補正予算につきましては、その内容をしっかりと確認し、今後

の予算に反映させ、地方創生はじめ物価上昇対策等に対応してまいります。

さて、本日は、第１１６回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の

御出席を賜りまして議会が開催できますこと、厚く御礼申し上げます。

今定例会におきましては、専決処分の報告１件、教育長任命のほか、人事案件５件、

条例制定１１件、指定管理者指定の件１件、令和５年度各会計補正予算１１件の計２９

件を提案させていただきます。

議員各位には、慎重審議いただき、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、開

会の挨拶とさせていただきます。

午前９時０９分開会

○議長（小寺 俊輔君） ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達してい

ますので、第１１６回神河町議会定例会を開会します。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

なお、納良幸議員におかれましては、体調の都合により着座での発言、挙手をもっ

て採決の意思表示を行うことを許可いたしておりますので、御了承願います。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（小寺 俊輔君） それでは、日程第１、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長から指名いたします。

１番、小島義次議員、２番、木村秀幸議員、以上２名を指名します。
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・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について報告を受けます。

安部重助議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。議会運営委員

長の安部でございます。

去る１１月３０日に議会運営委員会を開催し、本定例会の議事運営について協議し、

決定した事項を御報告申し上げます。

まず、本定例会の会期ですが、本日から１２月２０日までの１５日間と決定しており

ます。

町長から提出されます議案は、専決処分の報告１件、人事案件５件、条例制定１件、

条例の一部改正１０件、指定管理者指定の件１件、補正予算１１件の計２９件でありま

す。

議事日程につきましては、お手元に配付しておりますとおりでございます。

本日、第１日目は、提案説明の後に質疑を行い、報告第６号は了承、第８９号議案か

ら第１０５号議案については表決を、第１０６号議案は、総務文教常任委員会に付託し、

審査をお願いすることとしております。次に、各特別会計・事業会計補正予算について、

第１０７号議案、第１１１号議案、第１１４号議案から第１１６号議案については表決

を、一般会計との関係がある第１０８号議案から第１１０号議案、第１１２号議案、第

１１３号議案については、第３日目の最終日に採決をお願いすることとしております。

一般質問につきましては、事前に通知のとおり、通告締切りを１１月２７日の午後３

時とし、通告があった３人の議員により、本会議第２日目の１４日９時から行います。

２０日の最終日は、委員会に付託しました議案の審査報告の後、表決をお願いすること

としております。

以上のとおり、今期定例会の会期日程及び議事日程等について決定し、議長にお願い

をしております。

なお、閉会中に陳情書１件を受理しております。議会運営基準第１４２条の規定によ

りその写しを配付しておりますので、御確認ください。

議員各位には格段の御協力をお願い申し上げます。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 議会運営委員長の報告は終わりました。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日から１２月２０日までの１５日間としたい
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と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、今期定例会の会期は、本

日から１２月２０日までの１５日間と決定しました。

・ ・

日程第３ 諸報告

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３、諸報告でございます。

監査委員より例月出納検査、定期監査の監査報告を提示していただいております。お

手元にその写しを配付しておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付しております。なお、各委員会

の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきます。

まず、総務文教常任委員会、澤田俊一委員長、お願いします。

○総務文教常任委員会委員長（澤田 俊一君） 皆さん、おはようございます。総務文教

常任委員会委員長の澤田です。

閉会中の１０月１１日、１０月１７日、１１月２１日に総務文教常任委員会をそれぞ

れ開催し、所管事務について調査を行いましたので、その主な項目について報告をいた

します。お手元の配付資料、８ページ以降の開催結果報告書を御覧ください。

まず、１０月１１日開催の常任委員会の報告です。令和６年度予算に対する政策提言

を各常任委員会から行うことが８月８日開催の全員協議会において確認されました。そ

れを受け、９月１２日開催の総務文教常任委員会において、７名の委員から提出された

政策提言について、その内容を共有し共感するための委員間討議を行い、２件の項目に

絞り込みました。１０月１１日の委員会では、その２件の内容についてさらに委員間討

議を深め、政策提言の取りまとめを行いました。政策提言の内容は、報告書に添付のと

おり、１、ＧＩＧＡスクール推進・活用の専門員を配置、２、スクールバス導入プロジ

ェクトチーム立ち上げであります。なお、１０月３１日開催の全員協議会において、総

務文教常任委員会の総意として、町長にこの政策提言書を提出しました。

次に、１２ページ、執行部側からの要請により、１０月１７日に急遽開催した常任委

員会の報告です。１点目、神河町ケーブルテレビ指定管理事業者募集について、次のと

おり説明を受けました。令和６年度以降の指定管理事業者をプロポーザル方式で募集す

る準備を行ってきた。１１月中旬には指定管理事業者を選定し、１２月議会に提案した

い。前回の募集要項の一部を次のとおり変更する。１つ目として、契約期間を２年間と

する。理由は、ケーブルテレビ事業のみの指定管理では収益増が見込めないため、令和

７年度末が契約期限となっているインターネット事業とこのケーブルテレビ事業を令和

８年度以降に一本化する。２点目として、自主放送番組の制作本数を、現行の週４本を

週２本に減じる。理由は、現指定管理事業者に現行の契約内容で見積書を徴したところ、

年間約１億０００万円（現行契約の約 ５倍）となった。町負担が急増することを防
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ぐために事業内容を見直し、番組本数を減ずることとした。

今後、令和８年度以降の本事業のあるべき姿について検討するとのことで、以上の説

明に対する主な質疑として、物価高騰に同調した値上げとも取れるが、値上がりの根本

的な理由は何かの問いに対しましては、５年前に提案があった人件費が、ここ３年ほど

の間に上昇したことである。また、ネットワーク機器などの保守メンテナンス料金が非

常に高騰したことも要因であるとの回答でありました。

次に、各委員からの意見、要望として、令和８年度以降に一本化する予定のインター

ネット事業とケーブルテレビ事業について、情報提供の在り方、町から区長に依頼して

いる各戸配付物を減らすための活用、開設当時の目標の一つであった医療・福祉分野で

の双方向の活用など、町としての方向性と運用方法をしっかり検討してほしいとの要望、

問いに対しまして、神河町のケーブルテレビ・インターネット事業の在り方、方向性に

ついて、新たな用途についても、全国の事例を研究し、令和６年度中に決定するとの回

答でありました。

当委員会として、説明のとおり進めることを了承いたしました。

次に、大きな２点目としまして、旧川上小学校跡地活用について、次のとおり説明が

ありました。１０月３日、株式会社ＢｕｇＭｏとのヒアリングでは、事業継承していく

には厳しい状況に変わりはない。ただし、コオロギ養殖に関する風評被害も収まってき

た。事業展開に向けた努力は行っていることから、展望が開けてくるのではとの期待も

あるとの回答があったそうであります。しかし、旧川上小学校での事業展開は、すぐに

再開できないことが明らかとなった。町として、事業継続の可能性も視野に入れてヒア

リングを続けてきたが、旧川上小学校から撤退を余儀なくされたことから、契約書の規

定により、直ちに解約することとした。令和６年４月に新たな事業者が決定できるよう

に今後募集を進めていく。ただし、次の事業者が決定する前に、株式会社ＢｕｇＭｏか

ら事業再開の申出があった場合は、優先的に契約を結ぶことができるものとする。理由

は、空き校舎の活用はなかなか応募がなく、新たな事業者の決定がスムーズに運ばない

ことも想定されることと、株式会社ＢｕｇＭｏは川上区と良好な関係を維持され、事業

継続を望む声もあることから判断した。今後、旧川上小学校の最低限の維持管理経費に

ついては、町の予算で対応したいと考えている。

以上の説明を受け、状況の確認をする質疑の後、当委員会として説明のとおり進める

ことを了承いたしました。

次に、１７ページ以降、１１月２１日に実施しました閉会中の継続調査の報告です。

最初に、教育委員会、学校教育係についてです。③番の小学校の適正規模・適正配置

について。長谷幼稚園の再開について、ハード面の整備が行われているが、幼稚園教諭

の配置など、ソフト面はどうなるのかの問いに対しましては、幼稚園教諭配置の町基準

では、園児が４人であれば１名を配置する。令和６年度は、４歳児と３歳児が混在して

いるので、神崎幼稚園と寺前幼稚園を含めた全体の配置を見ながら、補助教諭が必要か
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どうか検討していきたいとの回答でありました。関連して、今現在、長谷幼稚園の入園

希望者は４名と説明を受けた。今後、入園を辞退されることがないか心配であるとの問

いに対しましては、今年度の重点項目として、入園希望を早期に調査し、環境整備に取

り組んでいる。通常であれば、１０月か１１月に入園希望調査を行うが、長谷幼稚園に

ついては、今年４月早々から個別の保護者面談で入園希望調査を行い、１０月に最終の

希望調査を行った結果、４名となった。１１月１日時点では変更はないので、極端に言

うと、ゼロ名にならない限り開園する方向で進めている。来年１月、２月に再度説明会

を開催する予定であるとの回答でありました。

次に、⑥番、ＧＩＧＡスクールの取組状況についてであります。不登校児童・生徒へ

の活用、入院や自宅療養児童・生徒へのオンライン配信について、学校に行きにくい児

童・生徒にタブレットのチャット機能を使うとか、入院中の児童・生徒にはタブレット

を使用した配信の説明があったが、該当者は何名ぐらいか。教育的な効果、子供たちや

保護者の反応はの問いに対しましては、不登校児童・生徒への活用については、現在２

名が利用している。教育的な効果として、２名のうち１名は約２週間学校に行けない状

況が続いており、打開策として、学校が保護者と相談し、タブレットのチャット機能の

活用を提案された。利用したその日から子供の表情が非常に緩んだと聞いている。学校

には行けなかったが、家から出て、児童センターきらきら館まで行くことができたと聞

いており、非常に効果的であったと考えている。しかしながら、一律に全ての児童・生

徒に効果的かというと、個々の状況を見極めながら保護者と相談する必要があると考え

ている。入院、自宅療養中の児童・生徒へのオンライン配信については、小学校で１件

実績があったが、中学校では今のところ実績がないと聞いているとの回答でありました。

⑦番のその他としまして、最近、マスコミで教職員のセクハラやパワハラ、また盗撮

といったことを非常によく見受けるが、神河町の教職員の現状はどうかの問いに対しま

しては、指摘いただいた点については、本当に危惧している。なぜこんなことが起こる

のかというのが、本当に正直な気持ちである。年度当初に開催する教職員研修会や校長

会、教頭会を通じてしっかりと周知している。教職員の意識を常に喚起するということ

を指導している。もちろん県教委等からの綱紀粛正の通知もある。とにかく意識を喚起

して、正常な空気を醸成するように呼びかけている。各学校の管理職も、職員室や教師

集団の雰囲気が大変大事であることは十分認識している。実際に風通しのよい職場をつ

くってくれていると思っている。子供たちにも言えることだが、小さな変化を見逃さな

い、小さなサインを見逃さないことを今後もしっかりと徹底していきたいと教育長から

答弁がございました。

次に、社会教育係、⑧番の施設の運営・維持管理の状況についてであります。町民温

水プールの利用促進で、１１月から３月までの第４日曜日を無料開放することについて、

どのように広報しているのかの問いに対しましては、町広報と一緒にチラシを配付、防

災無線放送、町公式ホームページで周知している。今後、ケーブルテレビや町公式ＳＮ
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Ｓも含め、あらゆる手段で積極的に広報していきたいとの回答でありました。

次に、神崎体育センターの屋根の修繕について、当初予定していた原状復旧ではなく、

応急的な工事をするとのことだが、工事の時期は、保険金の額はの問いに対しましては、

修繕費予算８８０万円の財源の２分の１を保険金で見込んでいたが、保険会社から老朽

化分と台風被害分の割合に応じて保険金を支給されることになった。神崎体育センター

は令和６年度末閉館を予定しているので、費用対効果を考えて、原状復旧ではなく、５

０万円程度の簡易な工事で、ステンレス製の網で軒板を押さえることにした。工事の時

期は未定である。原状復旧ではないので、保険金の対象にはならないとの回答でありま

した。

最後に、申入れがあります。きらきら館の空調設備更新工事についてです。工事発注

後にキュービクル設置が必要なことが判明しました。別工事で発注すると、空調設備更

新工事とキュービクル設置の完了検査における責任の範囲が明確にできないなどの理由

から、多額の変更契約を行わなければならない状況となってしまいました。設計前にし

っかりと調査し、関係機関と協議がなされなかったことが原因であります。今後、この

ようなことが二度と起こらないように申入れを行いました。

次に、公民館についてです。⑪番、生涯学習の拠点としての公民館事業について。公

民館事業の進捗管理シートのチェック欄に記載がありませんでした。次年度の新たな取

組に向けて、今年度の課題をしっかりと整理するように、これも申入れを行いました。

次に、給食センターについてです。市川町との共同運営についての進捗状況について。

市川町からの共同運営の要請により、令和２年度から協議が行われ、運営方式を一部事

務組合で行いたいなど大詰めの協議が行われる一方で、当初から３年も経過した今年８

月になって、食数が２倍となり、スペースが手狭になる、市川町のアレルギー対応給食

が神河町ではできないなど、根本的な課題が明らかになりました。課題を整理し解決し

た上で、共同運営が可能なのか明確にすること、そして、共同運営が可能な場合は、統

合による施設改修整備等の必要経費は市川町が負担するとする経費明細の区分を明示す

ることと、共同運営開始後の事業費の積算内訳を明示した上で今後説明するように申入

れを行いました。

次に、税務課についてであります。適正公平な課税の実施と収納率向上の取組状況に

ついてであります。介護保険料の課税誤りが３件発生しました。全国的に同じ誤りが発

生しているのかの問いに対しまして、全ての自治体ではないと思われるが、全国的にも、

兵庫県下でも、多数の自治体で発生している。日立情報システムズに確認したところ、

各自治体で基準日の設定ができるようになっていたが、担当のシステムエンジニアによ

って、現場での対応が異なっていたようである。他のシステム会社でも同様の事案が起

きているとのことでありました。

次に、課税客体の把握について、法人設立の未届け及び法人町民税未申告の法人に対

して調査・勧告を実施した結果はどうかの問いに対しまして、５件の調査を実施した。
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１件は、設立届を提出後、既に廃止されていることが分かった。３件は申告をしていた

だいた。残り１件は申告を催促しているとの回答でありました。

次に、会計課であります。資金収支計画と公金の出納管理状況について。会計課につ

いては、報告すべき質疑はございませんでした。

最後に、総務課です。①番、行政経営の仕組みの実践とさらなる充実に向けた取組状

況についてであります。人事評価制度について、一般職は令和６年度以降の導入見込み

とのことだが、進捗状況はどうかの問いに対しまして、職員組合と意見交換をしている

が、進捗が止まっている状況であるとの回答でありました。

関連して、３年前から進んでいないのではなぜか。一般企業では既に実施している制

度であるの問いに対しましては、人事評価委員会において、まずは管理職から導入し、

その結果を点検して一般職にも広げていこうと決定している。できるだけ早く検討委員

会を開催し進めていきたいとの回答でありました。この件については、次回の常任委員

会に県下の実施状況が提出されることとなっております。

②番目の、第３次神河町行財政改革大綱の取組状況についてであります。行財政改革

推進委員から、委員が委員会で質問をしても、町の考え方の回答があるだけで何も変わ

らない、もっとディスカッションできるような場になるようにしてほしいとの意見を聞

いた。町は委員の意見をいかに取り入れるかという姿勢で臨んでほしいとの問いに対し

ましては、１０月１１日の委員会では、新しい委員もおられたので、第３次神河町行財

政改革大綱の実施計画の内容と町の財政状況を説明した。最終的には、委員から提言を

いただくようにしっかりと取り組む。その内容については、住民の方々にも公表すると

の回答でありました。

次に、③番目の第２次神河町長期総合計画（後期基本計画）の進捗状況についてであ

ります。長期総合計画町民アンケート結果の説明を受け、特に住宅施策について、各委

員から報告書に記載のとおり意見がありました。なお、長期総合計画アンケート調査、

また、第２次長期総合計画目標指標検証シートの記載内容がタブレットに掲載してあり

ますが、この内容について、特に意見がある場合は、各議員から総務課へ書面で提出し

ていただきますようにここでお願いをしておきます。

④の財政運営・長期財政計画についてであります。この件については、全議員が情報

共有できるように、１２月定例会中に開催予定の全員協議会において再度説明を受ける

こととなっておりますので、御了承願います。

次に、⑦点目の廃校跡地整備活用事業についてであります。地域交流センター跡地活

用の神河国際アカデミーについて、１０月に再度協議するとのことであったが、既に１

１月中旬になってしまっている。なぜ協議の場が持てないのかの問いに対しましては、

地元区長と相談した予定日を事業者に伝えているが、１２月に海外に行く予定があると

のことで、日程調整ができていないとの回答でありました。

関連して、事業者の考え方をはっきり聞いてほしい。施設の草刈りもできていない状
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況で、地域から苦情も出ているとの問いに対しましては、契約解除する場合は、３か月

前に通知する必要があるので、１２月中には必ず協議できるように日程調整したいとの

回答がありました。同じく、１０月１７日の常任委員会で説明があった、令和６年３月

までに留学生の受入れ実績がない場合は、町として、３月末を目途に、一旦契約を打ち

切るという姿勢で臨みたいという町の方針は事業者に伝わっていないのかの問いに対し

ましては、伝わっていないとの回答でありました。これを受け、町の方針を早急に事業

者に伝え、協議を行うように申入れを行いました。

以上、大変大まかな報告となってしまいましたが、これ以外の項目につきましては、

お手元の報告書にまとめておりますので、御確認をお願いいたします。

執行部におかれましては、報告書をしっかりと読み返していただき、適切な事務執行

をお願いいたします。

これで総務文教常任委員会の開催結果の報告を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、民生福祉常任委員会、小島義次委員長、お願いします。

○民生福祉常任委員会委員長（小島 義次君） おはようございます。民生福祉常任委員

会委員長の小島義次です。閉会中に民生福祉常任委員会を開催し、１０月１３日には政

策提言の委員間討議、１１月１５日には所管事務について調査を行いましたので、その

主な項目について報告をいたします。お手元の開催結果報告書を御覧ください。

まず、１０月１３日開催の常任委員会の報告です。令和６年度予算に対する政策提言

は各常任委員会から行うことが８月８日開催の全員協議会において確認されました。そ

れを受けて、９月２７日開催の民生福祉常任委員会において、５名の委員から提出され

た政策提言について、その内容を共有し共感するために委員間討議を行い、２件の項目

に絞り込みました。１０月１３日の委員会では、その２件の内容についてさらに委員間

討議を深め、政策提言の取りまとめを行いました。政策提言の内容は、報告書に添付の

とおり、１番、在宅の介護認定者等と家族のケア訪問、２番目に、住宅用太陽光パネル

及び蓄電池の共同購入です。なお、１０月３１日開催の全員協議会において、民生福祉

常任委員会の総意として町長に政策提言書を提出しました。

続きまして、令和５年１１月１５日に開催されました民生福祉常任委員会所管事務に

ついて調査した結果を報告いたします。タブレットの３３ページになります。

まず、１番目に、公立神崎総合病院です。重要事項の取組状況について、健全経営に

向けた取組として、公立神崎総合病院経営改善計画推進本部会議の報告がありました。

その中で、主な質疑です。地域密着型多機能病院の一つの業務として介護医療院を取り

込もうとしているのかとの問いに、介護医療院をつくれないか検討をしている。今ある

病棟を介護医療院にできるので、体制として可能であるが、収支見込みの検討しか進ん

でいない。地域密着型機能として受け入れるか否かの議論はできていないとの回答でし

た。

さらに、近隣にそのような機能を持つ病院はあるのかとの問いに、近隣では、夢前町
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にあるが、郡内にはないとの答弁でした。病院改革で実現できると思われているかの質

問につきまして、当院は横の組織が非常に弱い。まずは、横の体制をしっかりと確立す

るため、委員会の見直しも並行して検討している。横の体制をしっかり取り、リーダー

シップを発揮できれば、医師の指示、命令で多職種が動くヒエラルキー型組織から、チ

ーム医療ができるホラクラシー型組織になっていくと期待していると答弁がありました。

また、病院経営改革を進める上で改善されたことはあるかとの質問に、今のところ、

医師に対する目に見えた成果は出ていないとの答弁でした。

改革が進まない原因、障害など、根本的な問題は何かとの問いに、長い間、経営に真

剣に取り組んでこなかったことが露呈しているではないか。改善すべき対象が診療部で

あるというところが一番難しいとの答弁でした。

さらに、来年度、町から病院に対して職員を配置すると町長が発言されているが、職

務内容等はとの質問に、役場に病院経営等を考える職員を配置することを検討したい。

また、病院と連携を取りながら、行政サイドが病院のあるべき姿、課題解決等を求める

役割を担う職員を配置する必要があるという町長の提案であるとの答弁でした。

次に、健康福祉課に移ります。①の地域包括ケアシステム構築及び協議体の推進状況

についてです。主な質問の中で、神崎郡在宅医療介護連携についてどのような課題が出

たのかとの質問に、みんながかかりつけ医を持ち、何かあれば大きな病院へ紹介すると

いう流れをつくる。介護が必要になった場合、どこまで開業医にフォローしていただけ

るか課題であるとの答弁でした。

次、②、高齢者福祉等、関係事業の取組状況についての質疑です。町にとって訪問入

浴介護サービスは必要なサービスだと思う。行政として対策について考えはとの質問に、

訪問入浴介護サービスは必要だと認識している。社協でも、看護師の募集などを手を尽

くしてもらったが、応募がなかったため、やむを得ずサービス廃止となった。町として

何らかの手だてを検討したいとの答弁でした。

次、④の食育及び健康増進事業の取組状況についての質問です。自殺対策で、中学校

で実施されたいのちの授業に対する生徒や教師の反応はとの問いに、ふだんの授業とは

違い、お産を取り上げたり、小さな命に関わっている助産師の生の声を聞き、自分や周

りの友達の命を大切にするという意味でよい学びになっている。先生からも好評である

との答弁でした。

次に、この課に関係した政策提言のことについて報告いたします。政策提言、介護認

定者等と家族のケア訪問に対する検討状況について報告がありました。現在、ベテラン

のケアマネジャーが月１回訪問し、フォローしている。要介護認定４、５の方は、医療

行為が必要な方もある。今後、災害時の要支援避難行動計画作成のこともあるので、重

度の方の訪問についても前向きに検討していきたいとの報告でした。

続きまして、 の住民生活課に移ります。②番の防災（無線）・防犯対策の取組状況

についての質疑です。前回の委員会で、台風７号に対する情報伝達について尋ねたが、
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エリアメール不具合の原因把握、防災無線サイレン不吹鳴等について、３か月間の取組

結果はとの質問に対し、配信するメールの内容を入力し、次の画面への操作を二度行っ

ていたことでエラーが発生することが確認できた。今後の対策として、操作手順マニュ

アルを作成している。さらに、自主防災かみかわにおいても、屋外スピーカーや戸別受

信機も放送できるので、地域からも放送をしていただくようお願いしたいと考えている

との答弁でした。

また、防災ネットかみかわで、１１時に行われたＪ－ＡＬＥＲＴのテストメールの着

信が、１１時３２分であった。１２時過ぎに着信した方もあった。なぜこんなに遅いの

かとの質問に対し、Ｊ－ＡＬＥＲＴのテストメールは、兵庫県がラジオ関西に業務委託

をしているシステムで行われた。配信が大幅に遅れるという不具合が発生したと確認し

ている。今回の原因は、ラジオ関西で究明されると聞いている。また、今回の事象は、

兵庫県内全域の事象である。しっかりと対応されるよう伝えるとの答弁でした。

次に、防犯カメラ設置の補助金として、県、町、地元が、それぞれ３分の１負担とな

っている。区からの設置要望については、地元負担なしで設置すべきである。地元負担

なしの補助は考えているかとの質問に対し、町が設置すべき箇所以外は、従来どおりの

補助制度で対応するとの答弁でした。

次に、③の町営住宅の管理運営、④の特定空家対策の推進状況、⑤の国民健康保険の

取組状況について質疑応答がありました。前回委員会から町営住宅の空き戸数が変わっ

ていないが、町営住宅の募集はしているのか。空き家のままでは財産の無駄遣いになる

との質問に対して、募集はしているが、なかなか応募がない状況である。広報等でお知

らせし、入居者募集準備も早期に対応していきたいとの答弁でした。

その他の質疑応答として、姫路消防署北部出張所の建て替え場所はどうなっているか

との質問に、まだ確定していない。令和８年４月の利用開始を目指しているので、年内

か年明けに用地の選定、交渉、合意まで進めたいとの答弁でした。

条例に基づいて撤去された自転車等の件数と、撤去後、引取りに来られた件数はとの

質問に、５台以上撤去はしている。引取りに来られた方はないとの回答でした。

ここで、政策提言。住宅用太陽光パネル及び蓄電池の共同購入に対する検討状況につ

いて説明がありました。神戸市、尼崎市を含めた１０市町で実施を確認している。仲介

業者としてアイチューザー株式会社が入っている。伊丹市が協定の中心になっており、

アイチューザー株式会社と伊丹市と当町で検討、協議をした。この事業は、４月から９

月頃までキャンペーンを行い、１１月末には協定の締結に向けての申出が必要である。

令和６年度事業には間に合わなかったので、令和７年度には実施できるように進めたい

との説明がありました。これに対して、神河町が郡内や姫路市に呼びかけ、神河町発信

の仕組みができないかとの質問に対しまして、この事業の参画について、姫路市、市川

町、福崎町に確認したが、姫路市は現時点では考えていない。福崎町、市川町は、町内

でその事業に取り組まれている方に対して、不公平感が出てくるという意見もあり、ま
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だ取組ができる段階ではないとの回答であった。加西市にも確認したが、昨年協定に向

けて協議したが、参画に対して前向きな状況ではないとの回答でありました。

最後に、上下水道課の質疑です。水質検査の有機フッ素化合物として、ＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡの検査は川の水か地下水かどちらなのかの質問に対し、通常、家庭で給水してい

る水道水の検査である。原水はしていないとの回答がありました。

以上、主な項目について報告しましたが、詳しくは報告書を御覧ください。

これで民生福祉常任委員会の報告を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、産業建設常任委員会、藤森正晴委員長、お願いします。

○産業建設常任委員会委員長（藤森 正晴君） 産業建設常任委員長の藤森です。閉会中

の産業建設常任委員会の調査報告をいたします。

初めに、１０月１８日、現地調査を行いました。現地調査の箇所は、峰山高原ホワイ

トピークスキー場、それと神崎農村公園ヨーデルの森、この２件については、この夏に

雷が落ちまして、その修繕箇所の確認をいたしております。

次に、作畑アグリのイチゴ農園ビニールハウスの栽培状況を見学いたしました。あま

りいいような出来ではないように感じております。

そして、次に、町道作畑・新田線道路改良工事の進捗状況を確認しております。

次に、グリーンエコー笠形に行きました。グリーンエコー笠形のオウネン平のグラウ

ンドゴルフ場、ここはミミズを取る獣動物、タヌキのようでございますけれど、それが

出て芝生を荒らして、ぼこぼこになっている状態でありました。

次に、コテージの施設、雨漏り等、老朽化によって非常に状態が悪くなっております。

次に、グリーンドームの天井裏のウレタン張りが剥がれております。特に、入り口付

近、下でバーベキューをされておるんですけれど、その下辺りがひどくて、剥がれが落

ちてきて、バーベキュー中にひらひらと落ちてくるという状況であります。

次に、釣堀に利用されたプールの状態も見ております。

先ほど報告しましたグラウンドゴルフ場とグリーンドームの件については、後の委員

会で意見が出ましたので、また後で報告をいたします。

調査の状況については、それぞれ写真等、タブレットに記載しておりますので、御覧

いただきたいと思います。

それでは、１１月９日に開催いたしました委員会の調査報告をいたします。

初めに、建設課であります。橋梁長寿命化修繕事業は、今西２号橋、門外２号橋、い

ずれも猪篠区であります。この工事は完了をいたしました。

主な質疑であります。高垣橋は、改修工事が着手されないため契約解除の手続中であ

るが、今後の対応はの質疑であります。これに対して、工事事業者と協議が調い次第、

今年度中に改修したいと考えている。もしできなければ、来年度以降に改修工事を進め

るの回答であります。これに対して、業者は指名停止ではなかったのかの質疑でありま

す。入札審査会において、事業が解決するまでの間は入札に参加できないということで

－２０－



あり、現在、契約解除の手続について協議中である。指名停止は期間を区切って行う。

今回のように行政の指示に従わないので停止ではなく、指名をしないという処置をして

いる。問題が解決し、通常の業務が行えることが確認できれば指名をするの回答であり

ます。これに対して、協議中ということは、工事が遅れるが問題はないのか。次年度へ

の繰越しなのかの質疑であります。これについて、契約解除が成立した段階で再入札を

考えている。今年度中に契約解除ができない場合は、事業は中止となる。補助事業なの

で今年度工事ができず、来年度へ繰り越した場合は、町の単独費用での工事となるの回

答であります。これに対して、今年度中に改修工事ができなければ町の単独事業となる

のであれば、早急に再入札すべきではないかの問いに対し、早急に対応したいの回答で

あります。

次に、地籍課であります。地籍調査事業は順調に進捗いたしております。

主な質疑であります。合同訓練での問題点で、携帯電話や無線が使用できない現場で

の場所の特定は難しいと思うが、衛星電話等の活用は検討しているのかの問いに対し、

衛星電話は検討していないが、アプリで現在位置は特定できる。また、ＮＴＴドコモが

つながる通信エリアを示すエリアマップで事前に確認して通信することを検討している

の回答であります。これに対し、電波の届きにくい作業現場には発煙筒を用意しておく

ことが有効だと思うが、検討されたのかの問いに対し、発煙筒は有効的なので、携帯さ

せていきたい。今後、衛星電話についても検証したいの回答であります。

次の質問であります。リモセンの技術導入についてどのように考えているのか。くい

を残すほうが山林の再生も含めた町のメリットは大きいと思う。県、国の補助金は、リ

モセンを対象とするような話があるが、今の段階ではくいを打つ方向で考えているの回

答であります。

次に、農林政策課であります。主な質疑であります。生野のバイオマス発電所の再稼

働に当たり、木材の搬入関係はどうなのかの質疑に対し、近隣の森林組合や事業体から

集材を考えているとのことであります。

次の質疑であります。生野へ通ずる林道神河１号線の現状はどうなのか。これに対し、

神河１号線は生野へ木材を運搬する際に一番近い山中を通る林道で、再開するバイオマ

ス発電所へ木材を供給するための道路という認識に戻ると思う。今、工事を行っている

大畑地内の林道工事が完了する頃に、再度そういう話が出てくる可能性があると思うの

回答であります。

次の質疑であります。農地を守るため、地域の人材を多く活用するとのことだが、非

農家は非協力的なところが見受けられる。行政から農業の状況を説明し、協力を呼びか

けるべきではないかの質疑に対し、町の広報紙に農業関係のコーナーを設けている。そ

の中で、３０年先、５０年先に今と変わらぬ美しい田園風景を残すために、農地保全を

行っていくことが必要であるということを周知し、非農家の方に農業に参画、協力して

いただけるように努めるの回答であります。
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次の質疑であります。神崎フードの経営がかなり厳しい状況であるが、今後、町はど

のように指導し、運営を続けていくのかの質疑であります。これに対し、すし類の消費

量が落ちて、厳しい状況である。直販の利益率が一番高いので、小さなイベントでも出

店し、直販で売上げを伸ばすように力を入れている。また、新しい事業展開として、ゆ

ず加工にも取り組んでいる。町民を多く雇用している企業なので、町として残すべき企

業と認識している。町としても、しっかり対応をしていきたいの答えであります。これ

に対し、設備も非常に老朽化していると思うが、設備投資は考えているのかの質疑であ

ります。炊飯設備や空調設備等も老朽化で傷んでいる。財政的な事情もあるので、調整

しながら進めていきたいの回答であります。

次に、ひと・まち・みらい課であります。ＪＲ播但線利用促進事業の質疑であります。

遠距離通勤・通学補助事業は実績が伸びてないが、今後の見込みはどうかの質疑であり

ます。これに対して、前回の委員会で示した実績から約４０件の伸びである。半年分を

見込んでも予算額との隔たりがあるが、今のところ新たな方策は考えていない。しかし、

特急はまかぜ、ＪＲ播但線利用促進事業は、６５歳未満の補助対象２人以上の利用から

個人へと拡充したことにより、利用者が増えている。遠距離通勤・通学補助事業の予算

を特急はまかぜ、ＪＲ播但線利用促進事業予算へ流用しながら実施したいとの回答であ

ります。

遠距離通勤・通学補助事業対象の通勤、通学距離は５０キロメートル以上であるが、

３０キロメートルに見直してはどうかの質疑であります。補助の目的は、新たなＪＲ利

用者の促進である。最終的に結果を見て検討をしたいの回答であります。

次に、アグリイノベーション推進事業であります。この質疑で、アグリイノベーショ

ン神河株式会社の生産が落ち込んでいるが、今後の方向性はの質疑に対し、親会社の経

営不振により人員を削減している状況で、現在、事業者主体の事業なので、自力ではイ

チゴの生産のみで、思うように成果が出ていない。町としても、側面から支援していく

ことしかできないとの回答であります。町としてどのような形で支援していくのかの質

疑に対し、アグリイノベーション神河株式会社は、地域創生の総合戦略の中で、農業の

再生に取り組んでいただく企業としてスタートした。企業が事業を続けると言われる以

上、情報提供という形で何らかの協力はしていきたいとの回答であります。これに対し、

先の見えない状態である。いつまで支援を続けるのかの質疑であります。農機具やビニ

ールハウスの補助金を受けて事業展開をしている。事業をやめれば、補助金を返還しな

ければならないので、適化法の償却期限が終わるまでは支援しなければと思っているの

回答であります。

次に、デマンド型交通事業であります。これに対しての質疑であります。アンケート

結果で、利用しないが６５％である。その理由として、事前予約が面倒だからが大半を

示している。この結果を受けて、どのように事業を進めるのかの質疑であります。予約

がいかに簡単でスムーズにできるかである。また、時間短縮のためにエリア区間を短く
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するなど、課題をクリアしなければ難しい。十分協議していきたいの回答であります。

次の質疑であります。高齢者の利用が多いと思われる。低いステップのスライドドア

で荷物を載せるスペースがあるタイプの車種がよいと思うが、また、乗り降り、乗車場

所やね、平地であること等も考える必要があると思うがの質疑に対して、今後、そうい

う部分もしっかり取り入れて検討したいの回答であります。

次に、グリーンエコー笠形であります。先ほど言いましたように、現地視察について

の意見が出ております。まず最初に、グラウンドゴルフ場の整備はどうするのか。その

答えで、町で管理するのか、指定管理者が管理するのか検討し、町のグラウンドゴルフ

場として位置づけていきたい。しかし、ミミズを捕る獣動物の関係で芝生自体が傷んで

いるところがあり、整備等に問題があるとの回答であります。これに対して、補助事業

の整備であり、あの状態では町として恥ずかしい。後になればなるほど、整備に多くの

費用が必要になる。早急に対応していただきたいの問いに対し、獣動物対策を検討し、

グリーンエコー笠形の営業も含めて、早急に対応したいの回答であります。

次に、グリーンドームの天井であります。グリーンドームの天井のウレタンが剥がれ

ているが、対応はどうするのかの質疑に対し、グリーンドームの天井裏のウレタン張り

が劣化して剥がれ落ちている状態である。現在、検討中であるが、早急に対応したいの

答弁であります。

次に、スキー場関係であります。主な質疑であります。こっとん亭横の公衆トイレか

らスキー場へ行く道中にトイレが設置されてないが、対策はどうするのかに対し、町が

仮設トイレを設置する。場所は県道８号線の上小田地内のチェーン脱着場で、設置期間

は１２月１１日から令和６年３月１２日までである。これに対し、仮設トイレの上下水

とのつなぎ込みはするのか、また、凍結防止対策はどうするのかの質疑に対し、現状で

は、町水道、下水道との接続は不可能であるため、仮設の水洗ユニットを設置し、給水

はポリタンクの水を利用する。浄水用のポリタンクには不凍液を入れるが、手洗い用水

には入れない方向であるの回答であります。これに対し、利用状況にもよるが、下水の

処理水が満タンになり、あふれ出る可能性がある。今後のことも考え、下水管につなぐ

べきではないのかの質疑であります。これに対して、工事となれば県の許可が必要なの

で、今年度の利用状況を踏まえて検討したいの回答であります。

最後に、委員会でいろいろと協議をし、当委員会では、デマンド型交通事業について

研究を進め、その成果を踏まえ、政策提言をする予定です。まずは、デマンド型交通の

研究を積極的に取り組まれている摂南大学の地域総合研究所との調査、研究、協議を重

ねていきます。また、先進地視察も行い、デマンド型のバスがいいのか、コミュニティ

バスがいいのか、神河町にとって何が一番ふさわしいのか研究していきます。以上でご

ざいます。

以上で産業建設常任委員会の報告を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） それでは、ここで、私のほうから、９月定例会以降、閉会中の
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主立った事項について報告いたします。

９月２８日、議会改革に向け、大学との連携を進めるため、神戸国際大学経済学部中

村教授を安部重助議会運営委員長、澤田俊一副委員長、栗原哉副議長と私が訪問し、

意見交換を行うとともに、今後の協力を要請いたしました。

１０月４日、中播北部行政事務組合議会定例会（第１日目）が開催され、小島義次民

生福祉常任委員長と私が出席し、令和４年度事務組合会計歳入歳出決算について提案説

明を受けております。

同じく１０月４日、和歌山県橋本市議会文教厚生建設常任委員会が、優良賃貸住宅等

若者向け住宅施策について、行政視察で来町されています。議会からは松岡宣彦民生福

祉常任委員会副委員長が、行政からは前田副町長、住民生活課参事兼防災特命参事、ひ

と・まち・みらい課長、ひと・まち・みらい課参事と住民生活課担当職員に対応してい

ただきました。

１０月５日、兵庫県立神崎高等学校体育大会が開催され、私が出席しています。

１０月１０日、兵庫県町議会議長会役員会が神戸で開催され、私が出席しています。

協議事項は、令和６年度県予算編成及び施策の策定に関する要望、今後の研修事業実施

計画、第６７回議長全国大会等について協議が行われました。

同じく１０月１０日、兵庫県町議会議長会第３回臨時総会が神戸で開催され、私が出

席しています。協議事項は、令和６年度県予算編成及び施策の策定に関する要望、今後

の研修事業実施計画、第６７回議長全国大会等について、原案のとおり承認、可決して

おります。

１０月１１日、埼玉県神川町議会が災害時の町の対策概要、援助支援協定関係につい

て、行政視察で来町されています。議会からは小島義次民生福祉常任委員長と私が、行

政からは山名町長、前田副町長、住民生活課長、住民生活課参事兼防災特命参事と住民

生活課担当職員に対応していただきました。

１０月１３日、中播磨ブロック老人クラブ連絡協議会親善グラウンドゴルフ大会がは

におか運動公園で開催され、私が出席しています。

１０月１８日、静岡県伊豆市議会が、リゾートによんｉｎ神河による廃校跡地利用に

ついて、行政視察で来町されています。議会からは小島義次民生福祉常任委員長と私が、

行政からは山名町長、総務課担当職員が、リゾートによんｉｎ神河からは安積進株式会

社アミューズ２４取締役社長室室長、担当職員に対応していただきました。

１０月１９日、第１６回かみかわ夏まつり第３回運営委員会が大河内保健福祉センタ

ーで開催され、私が出席しています。夏まつりの総括、決算について協議が行われまし

た。

１０月２０日、神河オーガニック推進会との意見交換会を行い、各議員に出席してい

ただいております。農薬による健康被害、オーガニック給食の推進、オーガニックビレ

ッジ宣言等について意見交換を行っています。
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１０月２１日、令和５年度地域安全・交通事故防止神崎郡民大会が市川町文化センタ

ーで開催され、私が出席しています。

１０月２２日、ひょうご里山フェスタ２０２３が姫路市で開催され、私が出席してい

ます。

１０月２３日、町村監査委員全国理事会が東京で開催され、藤後秀喜代表監査委員が

出席されております。

同じく１０月２３日から２４日、令和５年度市町村議会議員研修が滋賀県の全国市町

村国際文化研究所で開催され、藤原資広議員と私が参加しております。「議会改革を考

える～先進事例に学ぶ住民参加・情報公開」をテーマに研修を受講しております。

１０月２４日、三重県鈴鹿市議会自由民主党鈴鹿市議団が小学校統合について、行政

視察で来町されています。行政から入江教育長、教育課長に対応していただきました。

同じく１０月２４日から２５日、令和５年度町村監査委員全国研修会が東京で開催さ

れ、藤後秀喜代表監査委員と吉岡嘉宏議会選出監査委員が出席されております。

１０月２６日から２７日、全国過疎問題シンポジウムが富山市で開催され、私が出席

しています。１日目は「過疎地域の使命」と題して、早稲田大学名誉教授、宮口等廸

氏の基調講演。「ウェルビーイング先進地域～多様な人材が創るこれからの地域社会

～」と題したパネルディスカッションを公聴しております。２日目は、富山県朝日町に

移動し、過疎地域持続的発展優良事例発表会が開催され、朝日町の共助型マイカー乗り

合い公共交通サービス「ノッカル」、兵庫県豊岡市城崎温泉若手旅館経営者が中心とな

って立ち上げた特定非営利活動法人「本と温泉」の地産地読の取組などの発表を公聴し

ております。

１０月３０日、中播北部行政事務組合議会定例会（第２日目）が開催され、栗原哉

副議長、小島義次民生福祉常任委員長と私が出席しております。１０月４日に提出され

た令和４年度事務組合会計歳入歳出決算について認定しております。

同じく１０月３０日、神河町商工会行政懇談会が神河町商工会大河内支所で開催され、

藤森正晴産業建設常任委員長と私が出席しております。

１０月３１日、中播衛生施設事務組合議会定例会（第２日目）が開催され、小島義次

民生福祉常任委員長と私が出席しております。８月３０日に提出された令和４年度事務

組合会計歳入歳出決算について認定しております。

１１月３日、兵庫県立生野高等学校創立１１０周年記念式典が生野高校で開催され、

私が出席しております。

１１月６日、兵庫県町議会議長会主催の議員研究会が神戸で開催され、各議員が出席

しております。「議員の職務と公務災害」、「質疑、質問の在り方について」と題し、

講演を公聴いたしております。

１１月７日、郡議長会議長研修会が中播磨県民センター長をはじめ県民センター幹部

職員御出席の下、姫路で開催され、私が出席しております。「兵庫県における農振施策
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の方向性」について、渡邊直樹姫路農林水産振興事務所長から講演をいただき、意見交

換をしております。

同じく１１月７日、郡議長会が開催され、私が出席しております。協議事項は、全国

町村議会議長全国大会、郡議長会議員研究会及び情報交換会について協議を行いました。

１１月１０日、町職員と合同で開催された人権研修に各議員が出席いたしております。

同じく１１月１０日、神崎郡人権教育研究協議会、福崎町民主化推進協議会指定、人

権教育実践発表会が福崎小学校で開催され、私が出席しております。

同じく１１月１０日、地方行政課題研究会が神戸で開催され、小島義次議員、藤原資

広議員に出席していただいております。「大阪・関西万博を契機とした観光施策の展

開」と題して、公益財団法人大阪観光局理事長、溝畑宏氏の基調講演を公聴いたしてお

ります。

１１月１３日、全国過疎地域連盟第５６回定期総会が東京で開催され、私が出席して

おります。

１１月１４日、神河町商工会との意見交換を行い、各議員に出席していただいており

ます。神河町商工会の現状と課題について説明を受けた後、意見交換を行っています。

１１月１６日、西播磨市町議長会第２回総会及び現地視察が峰山高原リゾートで開催

され、私が出席しております。峰山高原ホテル、スキー場の指定管理事業者である株式

会社ＭＥリゾート播磨代表取締役の正垣努氏より、峰山高原ホテル、リゾートの運営に

ついて、説明及び施設の説明等を受けております。

１１月１７日、兵庫県老人クラブ連合会第１回モロック県大会がすぱーく神崎で開催

され、私が出席しております。

１１月２０日、兵庫県議会議長・副議長への令和６年度県予算編成及び施策の策定に

関する要望会が神戸で開催され、兵庫県町議会議長会副会長の私が出席しております。

同じく１１月２０日、第５４回兵庫県連合自治会大会が姫路で開催され、私が出席し

ております。

同じく１１月２０日、熊本県甲佐町議会が移住定住施策について、行政視察で来町を

されています。議会からは栗原哉副議長、藤森正晴産業建設常任委員長が、行政から

は前田義人副町長、ひと・まち・みらい課長とひと・まち・みらい課担当職員に対応し

ていただきました。

１１月２７日、令和５年度市川右岸広域道路整備促進期成同盟会総会が福崎で開催さ

れ、藤森正晴産業建設常任委員長と私が出席しております。

１１月２８日、兵庫県町議会議長会主催の県選出衆参国会議員要望会が東京で開催さ

れ、私が出席しております。神河町議会として、地域保健医療の向上（公立神崎総合病

院に対する財政支援）について要望いたしました。

１１月２９日、第６７回全国町村議会議長会全国大会が東京のＮＨＫホールで開催さ

れ、私が出席しております。議会の機能強化及び多様な人材が参画するための環境整備、

－２６－



大規模災害対策の確立や地方創生とデジタル化のさらなる推進を期する決議など２８件、

少子化対策の推進とこども・子育て政策の強化を求める特別決議をはじめ特別決議３件、

また、国に対する要望事項を決定しました。

１２月２日、神河町人権・青少年健全育成合同大会がグリンデルホールで開催され、

各議員に出席していただいております。

１２月４日、図書・コミュニティ施設建設起工式が粟賀小学校跡地で開催され、藤森

正晴産業建設常任委員長と私が出席しております。

閉会中に陳情１件を受理しております。対応については、議会運営委員長から報告が

あったとおりです。なお、定例会ごとに発行しております「議会だより」につきまして

は、１０月１３日に第７８号を発行し、１０月２５日に各区長様に配付しております。

以上で閉会中の主立った事項について報告を終わります。

ここで暫時休憩します。再開を１０時４０分とします。

午前１０時２２分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

議案の審議に入る前に、申し添えておきます。

議員各位においては、会議規則第５４条第１項では、発言は全て簡明にするものとし、

議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならないと規定されています。また、同規

則第５５条第１項では、質疑は同一議員につき、同一の議題について３回を超えること

ができないと規定されています。会議規則第５４条及び第５５条遵守の上、お願いいた

します。

町当局におかれましては、質問に対して明瞭かつ的確な答弁をお願いし、会議の進行

に御協力いただきますようお願いします。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第４ 報告第６号

○議長（小寺 俊輔君） 日程第４、報告第６号、専決処分の報告の件（交通事故に係る

損害賠償の額の決定及びその和解）を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第６号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

でございます。町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、令和５年１０月１

８日に発生した公用車事故の対物事故分について、１１月２１日に示談が成立しました

ものを同日付で専決処分させていただいたものでございます。
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以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

詳細説明を申し上げます。

２ページ目を御覧ください。この報告は、公用車の交通事故に係る損害賠償の額の決

定及びその和解に係る専決処分でございます。

この事故は、令和５年１０月１８日水曜日、午前８時５０分頃、神河町岩屋地内県道

加美宍粟線（茶ノ木原橋付近）において発生したもので、町の健康福祉課から病院が受

託しているじっくり貯筋教室の参加者の送迎中の事故でございます。事故概要は、県道

加美宍粟線を南下中、茶ノ木原橋方向に左折するのを失念し、慌ててバックしたところ、

道路上に停止した後続車に衝突したものでございます。事故の責任割合として、当方が

１００％、相手方ゼロ％として、相手側の車両損害額の３９万０００円を当方が賠償

することで示談が成立しましたので、１１月２１日付で専決処分をさせていただいたも

のでございます。

なお、事故の際、公用車に４人、運転員とボランティア、それとじっくり貯筋教室参

加者の２人と相手車両に１人の方が乗車されていましたが、全員、おけががなかったこ

とが幸いでございました。

以上が報告理由並びに内容でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。これは、道を通り過ぎて、慌ててバ

ックして戻ったと。そのときの被害が３９万０００円、普通の接触事故であれば、こ

んだけの金額にはならんと思うんですが。この辺はどうやったんですかね。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。３９万

０００円の内訳でございますが、３５万円が車両の修理費でございます。４万０００

円がレンタカー代、１０月の１８日から３０日の１３日間でございます。その３５万円

の内訳につきましては、フロントバンパーとボンネット、それと、左右のヘッドライト

全ての取替え、プラス塗装費用ということで、車両の修繕費用自体は３５万円というこ

とでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。一方的な過失割合いうんですかね、
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１００％公用車のほうが悪いということなんですけど、こういうときに、やっぱり、あ

る程度責任っていうのが発生すると思うんですよ。例えば、公用車を運転するいうこと

に対する責任ですね、そういうところはどういうふうに役場としては考えて、どういう

ふうな指導をされとんか。きつく言うと、勤務評定に反映していくのか、その辺も併せ

てちょっとお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。一つは、

その教育という部分でございますが、実は、病院のほうでは、会計年度任用職員の運転

員が５名いるのと、それと、シルバー人材センターのほうに１人の派遣を依頼しており

まして、現在、病院関係で６名の運転員を抱えております。その教育という部分でいい

ますと、１０月の１６日の月曜日と、１０月の３０日の月曜日に、それぞれ、福崎町に

ございます自動車教習所において安全運転講習を受講いただいたりということで、教育

もしているところでございます。また、昨年の１０月から、職員が公用車を運転する際

には、アルコールのチェックも行った上で運転をするようにしているところでございま

す。

先ほど、事故を起こした職員に対する勤務評定というところでございますが、今のと

ころは、公用中の事故に係る部分については、そういう勤務評定に反映するという取扱

いはしていないというところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 総務課長、いわゆる公用車全般のことについて、総務課長のほ

うからは何かございますか。

平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。公用車を所有しておりますの

で、私と、また病院の総務課長につきましては、公用車の安全運転管理者というふうな

立場でありまして、年に１回、そういった講習も受けておりまして、その分につきまし

ては、職員のほうにそういった安全運転の講習のほうをしてもらえるように指導をして

いるところでございます。そういった中で、あと、処分といいますか、関係ですけども、

一度っていうふうなことでしたら、そういった注意ということで収まっていくのかなと

いうふうに思いますけども、これが続くということになってきますと、先ほど栗原議員

さんの御指摘のとおりなことも考えていかなければならないのかなというふうには思っ

ております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） やはり、公用車運転して、この事故についてはけが人が

なかったということやったんですけど、私の勝手な判断ですけど、３９万もかかるよう

な、バンパー、フロントが壊れたような事故であれば、恐らく何らかのけがが発生しと

んじゃないかと思うんです。そうなると、結局、道路交通法上でいっても、後方確認し
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てないから、安全運転義務違反です。これで、事故があったら、これはもう行政的には

点数かなり取られます。それなのに、何の行政的な分じゃなくて、役場としての示しが

つかないんじゃないかと思うんですけれど、そんなことないですか。町長、どうですか。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 交通事故について、その後、人身事故に至る、そういうふうな

状況をしっかりと把握をした上で対応をしていきたい、このように考えております。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。関連しての質問です。正職が運転する

場合と、臨時的雇用の方が運転される場合もあるんですけど、公用車をいわゆる運転す

る場合の何かの取決め、例えば、今言いましたように、正職の者のことの考え方と、や

っぱり期間的雇用の方の違いも出てこようかと思うんですけども、その辺りのお考えは

どうでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。公用車の運転につきましては、

運転管理規程というふうなものを設けておりますので、その規定に基づいて、職員につ

いては運転をしていただくというところでございます。

あと、今、先ほど、アルコールショックというところも出ましたけども、運転をして

いただく前に、今、アルコールのチェック、免許証のチェック、そういったところも書

いていただきながら、そして、安全運転に十分留意をしてくださいというふうな声をか

けながら運転をしていただいているというとこでございますので、それは、正規職員、

会計年度にかかわらず、全職員が徹底すべき課題というふうに認識もしておりますので、

よろしくお願いしたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

報告第６号については、以上のとおりでございます。御了承願います。

・ ・

日程第５ 第８９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第５、第８９号議案、神河町教育委員会教育長の任命の件

を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま
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す。

本議案は、神河町教育委員会教育長の任命の件でございます。神河町教育委員会は、

教育長１名と教育委員４名で構成されており、任期につきましては、教育長が３年、教

育委員が４年となっております。

このたび、教育長であります入江多喜夫氏の任期が、本年１２月３１日をもって満了

となります。入江氏は、平成３０年１月１日から教育長として職責を担っていただいて

おりますが、引き続き教育長として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

ここで少し休憩いたします、すみません。

午前１０時５３分休憩

午前１０時５４分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

本議案は、本人がいらっしゃいますので、本人に対することですので、ここで退席を

求めます。

〔教育長 入江多喜夫君退場〕

○議長（小寺 俊輔君） 本議案に対する質疑に入ります。

質疑のある方。質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第８９号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第８９号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

〔教育長 入江多喜夫君入場〕

・ ・

日程第６ 第９０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第６、第９０号議案、神河町教育委員会委員の任命の件を

議題とします。
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上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町教育委員会委員の任命の件でございます。

教育委員として２期８年にわたって本町教育行政の振興に御尽力いただきました大仲

れい子氏が、令和５年１２月２０日をもって任期満了により退任されることに伴い、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求め

るものでございます。大仲れい子氏の２期８年にわたるこれまでの御功績に対しまして、

心から御礼申し上げたいと思います。

後任となります山名真由美氏は、人格高潔で責任感が強く、地域や学校ＰＴＡ活動に

おいてもリーダーとして人望も厚く、地域社会と連携した教育委員会活動を展開してい

く上で教育委員として適する方でございますので、新たに教育委員に任命いたしたく提

案するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９０号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９０号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

・ ・

日程第７ 第９１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第７、第９１号議案、神河町固定資産評価審査委員会委員

の選任の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

－３２－



本議案は、神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件でございます。

令和２年１２月９日から固定資産評価審査委員会委員をお務めいただいています山名

實良氏が、令和５年１２月８日をもって任期満了となります。山名氏は、役場税務課経

験もあり、地方税法等に関する識見を有していることや、人柄ともに固定資産評価審査

委員会委員として適任でございますので、引き続き固定資産評価審査委員会委員に任命

いたしたく提案するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。先ほどちょっと町長の提案説

明の中に、９３号議案と言われましたけども、このたびにつきましては９１号議案とい

うことで訂正させてもらいますので、よろしくお願いをいたします。失礼いたしました。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９１号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９１号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

・ ・

日程第８ 第９２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第８、第９２号議案、神河町固定資産評価審査委員会委員

の選任の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件でございます。

平成２６年１２月９日から固定資産評価審査委員会委員をお務めいただいています宮

本善郎氏が、令和５年１２月８日をもって任期満了となります。

宮本氏は、司法書士事務所を開設されており、専門的な法律の知識をお持ちであるこ
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とや、人柄ともに固定資産評価審査委員会委員として適任でございますので、引き続き

固定資産評価審査委員会委員に任命いたしたく提案するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９２号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９２号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

・ ・

日程第９ 第９３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第９、第９３号議案、神河町固定資産評価審査委員会委員

の選任の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町固定資産評価審査委員会委員の選任の件でございます。

神河町固定資産評価審査委員会委員として５期１５年の長きにわたり御活躍をいただ

きました西畑強氏が、このたび任期満了により退任されることとなりました。西畑強氏

の５期１５年にわたるこれまでの御功績に対しまして、心から御礼申し上げたいと思い

ます。

後任といたしまして選任させていただきます藤本良平氏は、森林組合での勤務経験も

あり、山林等の評価に関する知識を有していることや、人柄ともに固定資産評価審査委

員会委員として適任でございますので、新たに固定資産評価審査委員会委員に任命いた

したく提案するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９３号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９３号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

・ ・

日程第１０ 第９４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１０、第９４号議案、神河町小中学校等入学子ども未来

応援支援金支給条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例制定の件でございま

す。制定の理由は、神河町として、町の宝物である子供たちが小学校、中学校に新入学

されることをお祝いするという意味を込めて、本条例を制定するものでございます。こ

のことにより、新入学時に多額の費用負担が発生する保護者への経済的な負担軽減につ

なげるために、新入学の小学生及び中学生１人当たり３万円を支給することとします。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、教育課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。神河町小

中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例の制定について御説明させていただきます。

本条例につきましては、小学校、中学校への入学をお祝いし、次代を担う子供たちの

健やかで生き生きとした成長を応援するとともに、新入学に要する保護者の経済的負担

軽減を図ることを目的としています。

支給対象及び支給金額でございますが、支給対象につきましては、小学校、中学校に

新入学する支給対象年度の入学式の日に神河町に住所を有している児童生徒の保護者で

－３５－



あり、支給金額につきましては、児童生徒１人につき３万円といたします。

次に、支給期日でございますが、当該年度の５月末までに支給することとし、振込に

よる支給とします。また、支給までの手続等でございます。広報等において制度の周知

を図り、３月には対象と思われる保護者に申請書をお渡しします。その後、申請書が提

出され、審査を行い、５月中に支給することを予定しております。

施行日につきましては、令和６年４月１日とし、令和６年度支給対象予定の児童生徒

数につきましては、小学１年生７０名、中学１年生７８名、合計１４８名でございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。先ほどの、この条例の目的としての一

番最後に、子育てに要する保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とするとありま

す。９月定例会で承認可決されました自転車の購入補助については、その購入経費、約

六、七万円の２分の１相当という、そういう一定の基準があったと思います。今回、小

学生、中学生ともに３万円とされた基礎といいますか、どういう数字をもってこの３万

円とされたのか、どういう基準でされたのか、それをお尋ねしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。本金額の

根拠でございますが、中学校入学時の学用品の購入費としましては１３万円程度、小学

校の学用品購入費としましては、体操服、制服、帽子等で３万円弱でございますけども、

小学校ではランドセルや学習机の購入ということもございます。そういうところを考え

ますと、大体同様の、同じような金額の支出をされてるのかなというふうに考えており

ます。

また、広く県内外での同様の制度を持たれている自治体を調べてみますと、支給金額

につきましては１万円から１０万円の範囲で様々でございました。可能な範囲で調査を

したところ、調べることのできた自治体の支給されている平均額でいいますと、小学校

入学時には３万４２９円、中学校入学時には２万３３３円、これらのことを参考に

して３万円という金額を決定いたしました。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３万円というところが、県下の支給の状況を平均したと

いう数字があったと思うんですけども、それならば、例えば物価高騰でそういう入学に

必要な経費がたくさん要るというような、そういう状況になったときには、当然また見

直されるということもあるのかなと推察はするんですけども、やはり県下の平均を取っ

たということではなしに、神河町の考え方として、仮に中学生で１３万円程度の部分が

あるんであれば、その何分の１とかというふうな、そういう基準を持っておられれば、
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将来的に物価高騰で金額が大きくなったり、また、逆にいろんな支援によって負担が少

なくなったときには、それ相当の割合で減額、また増額するというような、そういうこ

とが考えられると思うんです。そういう意味では、今回の分についてはそういうことで

一定の理解はするんですけども、今後の、やはり物価高騰等も考えられますので、何ら

かの町としての基準を持ってほしいなというところです。いかがでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。金額の、

今後、物価高騰による変更等でございますけども、今、先ほど議員さんが言っていただ

いたようなことを参考にしながら、今後、物価高騰の状況を注視しながら検討していき

たいというふうに考えます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。先ほど澤田議員も言われたように、自

転車の補助との、そのバランスも考えてのお祝い金、支給になってます。

一つ気になることがあります。来年度入学する児童生徒、ざっくり１４０名ぐらいで

す。合併した年、１８年の４月の話なんですけど、小学校が、何ぼやったっけ、１３０

名ぐらい、中学校が１５０名ぐらいだったと思います。来年度入学する生徒、それは多

分５２％ぐらいで、約半数ぐらいに減ってきております。１８年に入学された方も現在

３０代ぐらいということで、現役でばりばり働いておられますけども、これから先考え

ていかなあかんのは、やはり、子供減ってきてるのはもう現実ですから、今度は当然、

同居というよりも、若い方の場合、別居という考え方が多いです。となりますと、子供

の、いわゆる保育の仕方も現金支給だけいうんじゃなくて、やっぱり保護者への支援と

いたしましては、放課後、いわゆる学童保育なり授業し終わった後の対応も考えていか

ないと、現金支給だけじゃないと思うんですね、子育て支援ということになりますと、

やっぱりそれも並行して考えとかないと、ただ現金だけ支給したからそれでいいんじゃ

なしに、バランスの取れる教育行政というものをどのように考えておられるか、ちょっ

と教えていただけないでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 児島課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。今年度と

来年度、２か年かけまして、第３期子ども・子育て支援事業計画の策定を予定しており

ます。その中では、就学児童の保護者であったり、未就学児童の保護者の御意見を聞か

せてもらうアンケートを取り組むこととしております。そういう意見も参考にしながら、

今、議員さんがおっしゃっていただいた意見も参考にしながら、今後の施策に反映して

いきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。
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○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。１点確認させてください。この条例

自体はすばらしい条例やと思います。条例の施行規則ですね、施行規則の４条の中に、

町長は当該年度の５月末までに支援金を支給する。ただし、特別な事情があると認めら

れる場合は、この限りではない。この特別な事情っていうのは、次の第５条を示してい

るのか。５条の内容は、支援金の支給について、支給対象者から辞退する旨の申出があ

ったとき、虚偽の申請によって支援金の支給を受けたときとあるんですけど、これ以外

のことを指しているのか、それとも５条を指しているのか、その辺をちょっと確認させ

てください。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。第４条で

すね、町長は当該年度の５月末までに支援金を支給する。ただし、特別な事情があると

認められる場合はこの限りではないというところですけども、支給申請をいただくわけ

ですけども、例えば、お子さんが入院されているとか、入学式の日前後において登校で

きないことなどがある場合につきましては、支給申請を若干延長するということも考え

られますし、何らかの事情によって４月中に申請ができないというような御家庭に対応

したところで、この条文を入れさせていただいております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 今の説明では、ほんなら、５条以外のことで事情がある

場合という認識でよろしいですか。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。はい。そ

れ以外のことも含めてというところで記載させていただいております。以上でございま

す。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。先ほど澤田議員からの質問もありまし

たように、県下４１市町で１万から１０万という金額設定がされておると、入学祝い金

が設定されているということで、その中で、神河町は平均の３万円を取ったというよう

な回答があったんですけども、それはあまりにも神河町の特色がないなという、今、思

いしたんですけれども、この辺について、もっともっと考えていったら、最高は１０万

円あるんやから、そこら辺ももっと検討されたのかどうか。その辺のとこ、お聞きした

いと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。大変申し

訳ございません。県下というところではなくて、調べたのは県内外の自治体を参考にさ

せていただきました。１万円から１０万円という幅はございましたけども、幾らかの自
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治体につきましては、小学校入学のみという自治体もございました。そういうところか

ら考えますと、今回提案させていただくのは、神河町は小学校及び中学校というところ

で、広く支給というところで金額設定を考えております。ちなみに、県下の状況でござ

いますけども、県下でいいますと、南あわじ市さんが小学校の入学時のみ１万円支給、

多可町さんが小学校入学時のみ５万円の支給、たつの市さんが、入学祝い品、お金じゃ

なく祝い品というところで支給されているというふうに認識しております。以上でござ

います。

○議長（小寺 俊輔君） 安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） 安部です。祝い金につきまして、今後、この子育て、当

然重点なんですけども、今、出生率も非常に下がっております。昨年度も３８名ですか、

そして、今年もまたそれに近いぐらいじゃないかと思うんですけれども、やはりそうい

うことを見ますと、もう少し出生率を上げるんやとか、また、子供の兄弟が増えていく

んやとかいうようなことを思っていけば、もっと思い切った施策、例えば、５万、１０

万を検討してもいいんじゃないかというふうなことも言えるんですけども、課内の調整

ではそういう意見は出ませんでしたでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。本議案に

つきましては、政策調整会議を開催して検討してまいりました。その委員会の中でも様

々な意見、金額についても意見がございました。我々としましては、持続可能な制度と

いうふうに考えております。そういうところから金額設定、やはり、多く支給すること

は非常に望まれるといいますか、喜ばれるというところは認識しておりますけども、持

続可能な、長続きするような制度設計というところで、今回の金額を算出させていただ

いております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 少し私のほうで補足をさせていただきます。教育行政という部

分もあるんですが、やはり人口対策という部分で、この間進めてきております地域創生

の中での各種政策というところで、特に、令和５年度、本会議の中でも各議員の中から、

今、安部議員も言われたように、もっと大胆に切り込んでいかなければいけない、そう

いう御意見もいただいたところでございまして、そして、神河町としても、この間、少

子化対策、子育て環境整備というところでは様々な支援策を講じてきたところでござい

ますが、例えば医療費にしても、もう高校生まで医療費無料化というのは多くの自治体

で取り組まれているいうところでございますので、新たな切り口というものは必要だと

いう話もこの間させていただきました。

そんな中で、もう一つは、今言われたように出生率が低下してきているということで

すので、そういった出生率を上げていく取組というところを考えますと、やはり、結婚

していただく環境整備といいますか、そういった出会いの場というものをもっともっと
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強力に進めていかなければいけないなと、そのように思っておるところでございまして、

その点については、新年度予算の中でこの政策として盛り込んでいきたい。このように

考えているところでございます。

それと、最近、本当に新たな発見といいますか、あったのが、実は、兵庫県との政策

懇談会といいますか、そういう場がございまして、私、出席しておりましたら、兵庫県

のほうで、一つは、移住定住をする場合、どういったところを重きに置かれているかと

いうアンケート調査がございまして、これは単に今住んでいるところから移住したりす

るために何を重きに置いてるかというところなんですが、結果が、実は、各自治体にお

ける子育て環境であるとか、そういった、今言いましたような医療費無料化であるとか、

そういったいろいろな取組されている自治体の内容を重きに置いているというアンケー

トが、そういう方々が１０％ぐらいあったというところです。一番重要なのは、やっぱ

り立地条件であるとか、そういう部分が、家を建てるのに一番環境のよいところ、単な

る建てるためにいうところが一番多かったと、約８割ぐらいやったということでござい

まして、私も、はっと、本当にびっくりしたんですが、そのように考えますと、当然、

子育て環境整備というものは引き続きやっていかなければいけないことではありますが、

さらに、移住定住も進めていかなければいけませんので、そのように考えると、やはり

住宅政策というか、そういった部分にも重点的に取り組んでいかなければいけないなと

いうことを強く思った次第でございますので、そういった点についても、この令和６年

度以降の政策に反映できるように進めていきたいと考えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。３回目の質疑になります。条例案の第

４条には現物給付というような規定もあるんですけれども、施行規則を見ますと、現金

給付を前提にしておられると思うんですね。ですから、その辺の、当面は町としては現

金給付って思っておられるんかなという、その辺の考え方を確認したいのと、仮に現金

給付ということを前提にされるのであれば、今後のデジタル社会に向けて、施行規則を

見ますと、申請が必要って書いてあるんですけども、いろんな国の支援のようにプッシ

ュ型で、入学通知は町なり教育委員会のほうから出すわけですから、必ずそれは本人確

認を行って、住所も確認して、通知をしてるわけです。マイナンバーカードを普及する

ことによって口座のひもづけが行われますと、マイナンバーカードを持っておられる保

護者であれば、プッシュ型で即座に振り込める、４月の入学と同時に振り込めるってい

うようなことも考えられると思うんですね。そういうことも少し今後想定してほしいな

ということを、これ、お願いになってしまいますけれども、今後もしばらく現金給付と

いう考え方かという部分と、今のマイナンバーカードの利用によって、プッシュ型で、

お祝い金ですから、お祝い金の要素がありますので、申請を待たずにお祝い金としてプ

ッシュ型で振り込んでいく、そういうことは考えられないかということをお尋ねしたい
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と思います。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。まず１点

目の現金支給というところですけども、現在、神河町では商品券事業であったり、今年

度、電子マネーの商品券事業も行われているところでございます。そういう商品券もし

くは電子マネーの活用も検討させていただきました。商品券につきましては、実施時期

が秋というところで、入学時期から若干ずれるというところの問題点、電子マネーにつ

きましては、今年度実施というところで、実際の検証がまだ至ってないというところも

ございまして、現在のところ、現金支給というところで考えていきたいというふうに思

います。

また、プッシュ型という御質問でございますけども、この点につきましても検討させ

ていただきました。一つの理由として、申請という方式を採用させていただいたのは、

辞退者もあるということも考えますと、プッシュ型というよりは申請型というふうにさ

せていただきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私のほうで少し補足をさせていただきますが、精神論といいま

すか、そういうところからいきますと、この事業そのものは、地域創生、少子化対策、

子育て応援、そういうことでございますので、人口減少する、それを対策を打つという

ことは、やっぱりその地域でお金が循環していく、外に出ていかない、そういったこと

をやるのが一番基本に置かなければいけないいうふうに私は考えておりますし、この間、

コロナ対策であったり、そういうものも全て地域内循環というところをもうできる限り

基本に考えてきたところでございます。そういうことからいきますと、このたびの３万

円の支援金につきましても、精神はそういうところに置きながら、ただ、入学時という

ことになってきますので、どういうんですか、４月に入学してすぐ活用できる、そうい

うところがございますので、しかしながら、精神はやはり町内循環、ここを基本としな

がら、最善の形をつくっていきたい。そこには商工会の御理解、御協力もいただかなけ

ればいけない、このように思っているところでございます。

○議長（小寺 俊輔君） すみません、児島課長。澤田議員は、今後しばらくは現金で給

付でいく予定なのかっていう御質問だったんですけれども、児島教育課長の答弁では、

今回は現金、私の受け取り方では、来年度以降はまだちょっと未定で分からないという

ふうな答弁に感じたんですけれども、その御理解でよろしいですか。

児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。申し訳ご

ざいません、今、議長がおっしゃっていただいたとおり、今年度につきましては現金支

給、来年度以降については検討と、未定というところで考えております。以上でござい

ます。
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○議長（小寺 俊輔君） それと、もう１点のプッシュ型にするべきではないかっていう

ところで、児島教育課長のほうからは、辞退者もあるかもしれないので申請型というこ

となんですけども、この件につきましては、澤田議員のほうからは、よく検討をしてい

ただきたいという御要望がございますので、いま一度検討のテーブルに上げていただき

たいと思います。

児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。検討させ

ていただきます。ありがとうございます。

○議長（小寺 俊輔君） お願いします。

ほかに質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。根本的なことをお伺いいたします。財

政的な支援を踏まえてという説明もございました。中には祝い金、普通、祝い金といい

ますと、子供に向けての多分祝いだろうなと思うんですけども、親に向いてするのか、

子にするのかになるんですけど、何か話がぼやけてて、純然たる祝いやったら、祝いの

ほうがかえってスムーズに、聞こえがいいんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺

いかがですか。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。お祝い金

にするか、支援金とするかというところも検討をさせていただきました。両方の意見が

ございましたけども、保護者負担の一部を支援させていただくというところで、支援金

というふうにさせていただきました。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９４号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１１ 第９５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１１、第９５号議案、神河町印鑑条例の一部を改正する
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条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町印鑑条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正

が、令和３年５月１９日公布、令和５年５月１１日より施行され、移動端末設備のスマ

ートフォンへの電子証明書の搭載が可能となっています。これにより、スマートフォン

に搭載した電子証明書機能を利用したコンビニ交付サービスが年内に開始されることに

なり、印鑑証明がこれにより取得できるようになりますので、印鑑の登録及び証明に関

する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定めた神河町印鑑条例の関係

部分を改正するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。詳細を説明させていただきま

す。

町長の説明にもありましたように、国の法律が改正されまして、マイナンバーカード

に内蔵されております個人を特定するための電子証明書をスマートフォンの中に取り込

むことが可能となっております。このスマートフォンに取り込んだ電子証明書を使って、

コンビニで印鑑証明を取ることができるようになりましたので、その旨を印鑑条例にう

たい込むものでございます。

それでは、新旧対照表により説明をさせていただきます。タブレットのほうは５ペー

ジになります。

この条例の第１５条、多機能端末機による印鑑証明の交付の条文です。この条文の中

に出てくる多機能端末機といいますのは、コンビニに設置してある行政のコンピュータ

ーと接続された端末機のことでございます。それから、移動端末設備というのはスマー

トフォンのことでございます。さらに、個人カード番号といいますのは、いわゆるマイ

ナンバーカードのことでございます。分かりやすくこれらを読み替えまして、さらに、

この条文、括弧書きが多いので、これを省いて説明のほうをさせていただきたいと思っ

ております。

第１項ですけども、現行の条文、右側の改正前ですけども、登録者は、この登録者と

いうのは印鑑登録をしている者ですが、この登録者はコンビニの端末機でマイナンバー
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カードを使用して暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けること

ができると記載がありますのを、改正案では、左側、改正後ですけども、この登録者は、

コンビニの端末機でマイナンバーカードまたはスマートフォンを使用して暗証番号を入

力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができると改正をいたします。

それから、２項のほうですけども、改正前の２行目の後ろのほうの括弧書き、平成１

４年法律第１５３号の部分ですが、これは、その前に記載の電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する法律、このことを指しておりますが、改正後

の１項のほうですね、これの５行目の後ろのほうから７行目にかけまして、同じ、今言

いました法律と、括弧書き、平成１４年法律第１５３号がこちらのほうに記載をされま

したので、２項の部分の括弧書きについては繰り返しの記述になりますので、削除をす

るものでございます。

なお、電子証明書を取り込んだスマートフォンを使用して印鑑証明のコンビニ交付を

受けるサービスにつきましては、年内に開始される予定でございますが、今日現在、開

始の日までの情報は国のほうから入ってきてない状況でございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。１点教えてください。４ページのこの

条例案の附則に、この条例は公布の日から施行するとあります。今、平岡住民生活課長

の説明では、国からまだ具体的な日等がないのでということだったのですけれども、い

つ頃の予定になるのか。国から詳細が示された時点が公布の日となるのか、当然、公布

をすれば、これ可能になるわけですから、この公布日っていうのは重要になると思うん

ですけども、その公布日の考え方を教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。先ほども申しましたように、

開始の日がまだ国から来ておりません。開始されるという日が利用できる日となります

ので、これが公布の日になるのではというふうに私のほうでは考えております。以上で

ございます。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 公布の日の考え方については分かりました。それが公布

されますと、住民の方々はこのサービスを利用できるようになるわけです。そのための、

いわゆる周知、広報の方法ですとか、あとは、相談の窓口体制とか、そういったところ

はどのように考えておられますか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。おっしゃるとおり、住民の方
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にこういったサービスが開始されるということは広報をしていかなければならないとい

うふうに考えております。今後、国のほうから、こういった形で広報をするようにとい

うふうな通達も流れてくるかとは思っております。このサービスを利用するには、まず、

スマートフォンにマイナンバーカードの電子証明書を読み込ませる、搭載する手続が必

要でございます。そういった方法も併せて、国からの指示なり、例えばスマートフォン

に読み込ませる方法も、なかなか私も、ちょっとあらかじめ調べてみたんですけど、少

し複雑な操作も要るようでございまして、こういったところを分かりやすく、また、国

が発表するそういったサイトですね、そういったところとホームページとリンクをかけ

てというふうなところで、分かりやすく住民の方には説明をしていきたいというふうに

考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３回目です。澤田です。その際に、ぜひそういう相談窓

口というか、そういうものを充実してほしいなと思いますのと、もう一つは、このマイ

ナンバーカード自体が、いわゆる、アナログの世界でいうと、実印を持ち歩いてるよう

なものなんですね、マイナンバーカードいうのは。ですから、私もマイナンバーカード

を持ち歩く、保険証のひもづけっていうのは、まだ私自身もようしてないのは、実印を

持ち歩くんがちょっと怖いという部分があって、当然、そのセキュリティーの対応とか

そういうこともされてるというのはよく分かるんですけども、それに加えて、我々が日

常に持ち歩いているスマホにそういう情報が入っていくということについて、これもセ

キュリティーの対策っていうのは万全だと思うんですけども、そういうリスクの部分も

やはり十分に住民の方々に周知をしていただいて、そういう情報漏れがないように、誤

った使われ方をしないように、そういう徹底をお願いしておきたいと思いますけれども、

その辺の考え方、いかがですか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。御指摘のように、こういった

取扱いについて、住民の方からも相談があると思いますので、随時そういったことにも

対応できるように、窓口のほうとしても体制を整えていきたいというふうに思います。

また、あわせて、大切なものでございます。リスクもゼロではないというふうに思い

ますので、その辺りの説明も十分含めてしていきたいというふうに考えます。以上でご

ざいます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 先ほどの説明で、移動端末機設備、これが、住民生活課

長の、スマートフォン、スマートフォンと言われましたけど、これは携帯電話のことで

いいんですよね。全体を捉えていうことですね。だから、その辺を分かりやすい広報を

してあげてほしいんです。例えば高齢者なんかになったら、住民生活課長が言われてる
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ように、これを取り込むだけでも難しいという状況なんで、だから、分かりやすく広報

紙をつくっていってほしいと思います。これはお願いでいいです。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。この条文の中に出てくる、多

機能、失礼しました。（「移動端末設備」と呼ぶ者あり）移動端末設備、申し訳ありま

せん。移動端末設備ですけども、これは、今のところスマートフォン、それから、ｉＰ

ｈｏｎｅ、これがこの設備に当たります。いわゆる古いタイプの、ガラケーと言われて

いる、あれはこれには対応できないというところでございます。

そして、さらに、このサービスが年内に開始されるのは今のところスマートフォンの

みで、ｉＰｈｏｎｅについてはまだ調整中といいますか、サービスが開始されることは

発表はされておりません。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長、確認だけさせていただきたいと思います。

いわゆる移動端末設備っていうのは、スマートフォン、ｉＰｈｏｎｅだけにかかわらず、

世間一般で言われるガラケーも含まれるとは思います。そういった中で、今回のこの対

応する、取り込みが可能な機種については、もうスマートフォンのみという御理解でよ

ろしいですかね。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。申し訳ありません。

議長のおっしゃったとおりでございます。移動端末設備というのは携帯電話全般のこと

を指しておりまして、マイナンバーカードを取り込んで、そして、それをもってコンビ

ニで印鑑証明を交付を受けることができるのは、今のところスマートフォンが対応でき

たということで、また日を改めて、ｉＰｈｏｎｅのほうも追ってそういうサービスが開

始されるというところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９５号議案は原案のとおり可

決しました。

・ ・
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日程第１２ 第９６号議案から第９９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１２、第９６号議案、神河町一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例制定の件、第９７号議案、神河町特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件、第９８号議案、

神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件、第９９号議案、神河町

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件の４

議案を一括議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９６号、第９７号、第９８号及び第９９号議案について、関

連がありますので、一括にて提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件、神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件、神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件及び神

河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件

でございます。

職員の給与決定につきましては、地方公務員法第２４条第３項の均衡の原則に基づき、

国家公務員を基本として、兵庫県及び県下各市町の状況と町の状況を総合的に勘案し、

改定の判断をしているところであり、このたびの改正についても、人事院勧告を受け、

国家公務員の動向、兵庫県の状況、県下各市町の状況を照らし合わせ、改定を行うもの

でございます。その改定の内容は俸給表及び期末勤勉手当の改正の２点で、今年の４月

に遡って改正するものでございます。

まず、１点目は、俸給表（給料表）の改定です。俸給に関する本年度の人事院勧告は、

官民格差８６９円、率にして ９６％を引き上げる内容のもので、引上げ額としては、

行政職１表の初任給を１万０００円引上げ、これを踏まえて、若年層に重点を置き、

そこから改定率を低減させる形で引き上げ、改定するものでございます。同様に、医療

職（一）から（三）の給料表については、行政職との均衡を基本に、初任給を１万１

００円から１万６００円の範囲で引き上げ、また、技能労務職の給料表についても、

行政職との均衡を基本に、初任給を１万９００円引き上げるものでございます。この職

員の改定に倣い、会計年度任用職員につきましても、同様に給料表の改定を行うもので

ございます。

２点目は、期末勤勉手当の支給月数でございます。今年の人事院勧告において、国家

公務員の期末勤勉手当を １月引き上げる勧告があり、期末手当の年間支給月数を ４

月から ４５月に、そして、勤勉手当の年間支給月数を ０月から ０５月に引き上げ

る改定でございます。この職員の改定に倣い、常勤の特別職の期末手当につきましても、

同様に １月引き上げるものでございます。
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以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。それでは、詳細説明を申し上

げます。本４議案につきましては、本年の人事院勧告を受け、関連する条例の改正を行

うものでございます。改正のポイントにつきましては、給料表及び期末勤勉手当の引上

げ、会計年度任用職員の勤勉手当の新設の改正でございます。

まず、７５ページ、参考資料３を御覧いただきたいというふうに思います。令和５年

度人事院勧告の給与勧告の骨子を添付しておりますので、最初に勧告の概要を申し上げ

ます。

７６ページを御覧ください。給料表の改正につきましては、行政職の初任給、高卒を

１万０００円、大卒を１万０００円引き上げられるなど、若手職員に重点を置かれ

た内容となっています。連動しまして、定年前再任用短時間勤務職員の月額給も改正さ

れています。期末勤勉手当につきましては、 １月引き上げる内容で、期末手当及び勤

勉手当に ０５月ずつ均等に配当されることとなっています。配分は、令和５年度は１

２月期に、令和６年度は６月、１２月期に均等に配分されることとなっております。

７７ページを御覧ください。テレワークを中心に勤務している職員に対して、在宅勤

務手当が新設されました。職員の労働条件等につきましては、人事院勧告を基本に整備

を行ってきたことから、手当の新設は必要と認識をしておりますが、しかしながら、テ

レワークに関する環境整備を進めておる中においても、コロナ禍において１０日を超え

る在宅勤務を行うことは難しかったことも含めて、検討する時間をいただきたいという

思いから、本議会への提案は見送りさせていただき、調整を図っていきたいと考えてお

ります。

会計年度任用職員の給与改定につきましては、令和５年度から一般職の給与改定の取

扱いに準じて改定することが基本とされました。ここには記載がありませんが、勤勉手

当の支給についても、令和６年度から、国の非常勤職員の取扱いの均衡の観点から、勤

勉手当の支給が可能となっております。

それでは、戻っていただきまして、６ページ、９６号議案から説明させていただきま

す。最初に、神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。人事院勧告に伴い、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する法律が改正されたことに伴い一部改正するもので、まずは、７ページの新旧対照

表で御説明申し上げます。第１条は、令和５年４月１日を施行日として改正するもので、

一般職の期末手当の１２月期の支給率が１００分の１２０から１００分の１２５へ引き

上げられたことを読み替え、特定任期付職員の期末手当を１００分の１６５から１００
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分の１７５に引き上げるものでございます。また、第７条の特定任期付職員の給与に関

する特例で定めます別表、給料月額を改めるものでございます。

第２条は、令和６年４月１日を施行日として改正するもので、期末手当の支給率を６

月期、１２月期で平準化するための改正でございます。

以上の内容を条立てとして取りまとめたものを６ページの議案として提案をさせてい

ただいております。

続きまして、８ページ、第９７号議案、神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

まず、９ページの新旧対照表で御説明申し上げます。第１条は、１２月１日を施行日

として改正するもので、本年１２月の期末手当を １月引き上げるものでございます。

特別職には勤勉手当という制度がないことから、一般職の期末手当及び勤勉手当の合算

月数を期末手当に反映するものでございます。

第２条は、令和６年４月１日を施行日として改正するもので、期末手当の支給率を６

月期、１２月期で平準化するため改正するものでございます。なお、在職期間率は、６

か月で１で、５か月以上で ８、３か月以上で ６、３か月未満で ３で、その期間率

を乗じて得た数値を支給率としております。

以上の内容を条立てとして取りまとめたものを８ページの議案として提案をさせてい

ただいております。

なお、議員の皆様の期末手当につきましても、神河町議会議員の議員報酬、費用弁償

及び旅費に関する条例により、常勤の特別職の例に倣い、一定の割合を乗じて得た額と

すると定められております。

続きまして、１１ページ、第９８号議案、神河町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例制定の件でございます。人事院勧告に伴い、一般職の給与に関する法律が改

正されたことに伴い一部改正するもので、まずは、２７ページの新旧対照表から御説明

申し上げます。

第１条は、本年４月１日を施行日として改正するもので、第２９条第２項で、一般職

の期末手当の支給率を１２月期のみ１００分の１２０から１００分の１２５に引き上げ、

同条第３項で、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給率を１２月期のみ、１０

０分の６ ５から１００分の７０に引き上げるものでございます。同様に、第３２条第

２項第１号で、職員の勤勉手当の支給率を１２月期のみ１００分の１００から１００分

の１０５に引き上げ、同項第２号で、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給率

を１２月期のみ１００分の４ ５から１００分の５０に引き上げるものでございます。

次に、給料表別表を御覧ください。行政職の初任給を１万０００円引き上げるなど、

若年層に重点を置き、そこから改定率を低減させる形で改正されております。同様に、

３４ページからの医療職（一）表から（三）表の給料表につきましても、行政職との均

衡を基本に、初任給を１万１００円から１万６００円引き上げられております。
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５４ページを御覧ください。第２条関係でございます。令和６年４月１日を施行日と

して改正するもので、期末手当及び勤勉手当の支給率を６月期、１２月期に関して、同

率に平準化する改正でございます。

以上の内容を条立てとして取りまとめたものを１１ページからの議案と提案させてい

ただいております。また、５９ページからの参考資料２では、技能労務職の給料表につ

いても、行政職を基本に初任給を１万９００円引き上げるものでございます。

続きまして、７９ページ、第９９号議案、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

まず、９２ページの新旧対照表を御覧ください。第１条は、本年４月１日を施行日と

して改正するもので、会計年度任用職員の給料表は常勤の職員の給料表を伴うとされて

いることから、また、令和５年度からは一般職の給与改正の取扱いに準じて改正するこ

とが基本とされました。第１表については、行政職給料表を使用、９７ページ以降の医

療職につきましては医療職の給料表を適用しておりまして、これにつきましては、公立

神崎総合病院の看護師等、会計年度任用職員に適用する給料表でございます。

次に、１０９ページを御覧ください。第２条は、令和６年４月１日を施行日として改

正するもので、会計年度任用職員についても勤勉手当の支給が可能となり、一般職に準

じて行うことになったことから、一般職の例に倣い、改正するものでございます。

以上の内容を条立てとして取りまとめたものを７９ページからの議案として提案をさ

せていただいております。

なお、一括提案する４議案とも人事院勧告に基づく改正でございますので、御理解を

賜りますようお願いして、以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

ここで、昼食のため、暫時休憩とします。再開を１３時ちょうどとします。

午後０時０２分休憩

午後１時００分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

休憩前に第９６号議案から第９９号議案までの提案説明が終わりましたので、ここか

らは４議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

６番、吉岡議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） ６番、吉岡嘉宏でございます。私のほうからは、９９号

議案の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する、つ

まり、会計年度任用職員、昔でいいます臨時職員でありますが、臨時職員に給料表がで

きて、なおかつその給料表について、正規職員と同様に、お若い方については１万０

００円のアップということで、これはもうよく分かるんですけども、これは４月１日、
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令和５年４月１日に遡ると。ということは、４月から１２月まで、９か月掛ける１万

０００円、一番上がる人でね、１０万円超します。

ここで僕がちょっと心配しとるのは、１３０万円の壁、これは何かと申しますと、御

主人の扶養に入って、健康保険も御主人の健康保険に入ってるまま、そういう、１３０

万円よりちょっと下の、すれすれの臨時職員、会計年度任用職員がおられた場合に、い

や、もう遡って頂けるのは非常にうれしいけれども、実は、主人の健康保険から外れて、

自腹で国民健康保険払うようなことになってしまうと。そのほうが実はマイナスがでか

いんですよと、こういうようなケースもないかなと私は心配しとんですけど、そこら辺

り、そういう申出があったとか、そういう事例があるとか、そこら辺りについて、総務

課長、どうでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。まず、会計年度の方で、扶養

の範囲内に外れるかどうかっていうところの、意外とぎりぎりの方っていうのは一定数

おられるというふうに認識をしております。ただ、そういう方につきましては、４月の

段階で、新年度予算を大体組む段階のときに、そういう方にはお声がけをさせていただ

いて、もうそろそろ外れますよとか、今、給料表ができましたんで、給料が上がってい

きますから、将来、いずれか外れますよっていうことは、これまでもずっとお伝えをし

てきたというところでなっておりますので、そういう方につきましては、これまでの間、

本当に準備をされてきているというふうに思っておりますので、そういう方につきまし

ても、おられるかとは思いますけども、それにつきましては、町としては、やはり支払

うべきものは支払うということが基本ということとしておりますので、その方について

はお支払いしていきたいというふうに思ってます。

ただ、国の制度のほうで、この２年間にわたって、そういう、急遽、要は給料が増え

たということで、１３０万円の壁を緩和するような制度も、今、たしか設けられておっ

たというふうに思いますので、そういった方が御主人の社会保険のほうに申請をされる

というふうなことも今後出てくる可能性はあるのかなというふうには思っておりますけ

ども、町のほうでは、今のところ、このたびのアップのことで外れるような方につきま

しては、それほどいないのではないかなというふうには認識をしております。以上でご

ざいます。

○議長（小寺 俊輔君） 吉岡議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） 大分安心して話聞きました。お願いになりますけど、も

し、これで扶養が外れちゃって、自分で健康保険、国民保険とか入らざるを得ないよう

になってしまうとかいうような事例があって、ちょっと困ってるんだいうような話があ

りましたら、また総務課長さんのほうで、指導なり、今申されたように、御主人の会社

のほうで、そういうハンデが出た場合のクリアの仕方もありますよということで、御指

導のほうをよろしくお願いします。
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○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。今回の提案もさせていただい

てますけども、来年の４月からは、要は勤勉手当、２か月分が余分に出るということに

なりますんで、このたび、ぎりぎりの方につきましては、来年度はもう絶対外れてくる

というふうな認識を持っております。ただ、私からしますと、厚生年金、本人が社会保

険に入るっていうことは悪いことではないというふうに思っております。というのは、

年金の増額もありますけども、もしけがをした場合の、要は、社会保険の本人でありま

すと、給与保障っていうところも出てきますし、障害を受けた場合に、そういった障害

手当の増額も本人の場合はありますので、社会保険に入ることは、私は悪いっていうわ

けではなくて、やはり、そういう方も社会保険に入っていただくことのほうが私はメリ

ットもあるというふうに認識をしておりますので、そういった方にはメリットもお伝え

しながら、社会保険のほうに、共済組合のほうに移行していただくということで御理解

を賜りたいというふうに思っております。以上でございます。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。一括の提案だったので、質問させても

らいます。９６号議案、任期付職員、これ、人事院勧告の改定に伴っていうことなんで

すが、この給料額、何を引用されてここに上がっているのかということと、あと、９８

号の一般職員の給料の改定の件なんですけど、私の記憶では、８級制の給料から６級制

の給料に変わりましたね。多分、もう２０年ぐらいなるんかな。今までは、若年層、や

はり４０歳以下の方を重点にというような形で給料改定されました。今回、初めて、い

わゆる４５歳以上から上の方が、物価が上がったいうことで多分上がってると思うんで

すけど、この給料改定の説明を受けられたときに、人事院勧告の物の考え方がもし書か

れていたら教えてほしいんです。といいますのは、仮に５０歳ぐらいの町職員でします

と、お子さんも、多分、高校生やら大学にも行かれてると思います。今の大学生も４年

制から、大学院在学で６年制なり、もういろいろあります。６年も通われますと、親御

さん、２人大学行かれたら、もう、５０歳の方もほんまにえらいことになりますので、

若年層だけやなくて、実際に困られるんは、やはり、子育ては中学校までが大変じゃな

いんですよ。本当にえらいのはここから先の話なんで、子供が大学出て、社会人で勤め

るまでが一番ピークなんで、国もそういう方に対してどういう支援、考え方を持ってる

のか、もし説明聞かれていたら、ちょっと教えていただきたいと思います。その２点、

よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。この任期付職員の給料表の改

定につきましては、国のほうですね、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す
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る法律、こういう法律がありまして、その法律の給料表をそのまま準用しておりますの

で、その給料表が改正されたことによりまして、このたび給料月額を改正するものでご

ざいます。

続きまして、給料表の改正ですけども、８級制がありました。そして、平成１９年に

今までの１号給を４号給に改正をしたというところです。そして、そのときに、８号は

８号のやつを、今は６号ですけども、その中に入れ込んだということになってますんで、

上限につきましてはほぼほぼ変わってない。その後に、要は国のほうで大きな制度の改

正があって、一般職、地域手当、一般職の給料表が大体７％ぐらい下がったっていうと

ころで、大きく下がったのかなというふうに思ってます。そういった中で、私ども、５

０歳ぐらいの職員につきましては、資料にもありましたとおり、大体 ３％ですね、

２００円ぐらいの給与改定というふうになっておりますので、なかなか、管理職ぐらい

の職員についてはもう上がっていないっていうのが現実で、先ほど議員の御指摘があっ

たとおり、最近本当になかったっていうことで思ってます。

ただ、国のほうは、そこの給料表を上げようっていうふうに思っているかといいます

と、この資料の中にも少しあったんですけども、来年度、給料表の改正というものを国

のほうは少し検討をされておりまして、人事院勧告の中でも出てくるのかなというふう

に思ってます。中身につきますと、やはり初任給を引き上げていくと。そして、そのカ

ーブをなだらかにするというところですので、５０歳ぐらいの方の給料につきましては、

なかなか上がる要素は少ないのかなと思ってます。それは、総額人件費を国のほうもや

はり抑えていきたいというところもありますんで、管理職程度の職員の給料表はなかな

か上がっていかないというのが現実ですので、国のほうも多分そういうふうな考え方を

持っておりますので、管理職の部分につきましては、給料表は上がるめどはなかなかな

いかなというふうに思っております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。任期付職員の方につきまして、初め、

医療職も全部見て、調べてみたんです。医療職（一）の給料表に似たような額がありま

した。ほかの給料はこんな額ありませんので、どこから出たんかな思ったんで、また調

べてみます。

あと、一般職の部分なんですけど、やはり若年層上がって、高齢の方、上がらない。

一つは、もう日本の社会構造、経済情勢はあるんですけども、例えば、例を挙げますと、

半導体なんかそうなんですけど、大学出て五、六年もすれば、もう古い知識、２０代ぐ

らいしか新しい知識が使えないということで、高齢の方は、いわゆるキャリアアップ、

今、盛んに言われてますね、それから、スキルアップとかいうことで。自分でやっぱり

若い世代に追いつくような知識を得ていかないと、もう給料上がらないんですよってい

うことをね。逆に言えば、今のおられる、外れてる方、いわゆる４５歳以上の方にも、

そこに十二分にやっぱり言うていかないと、級は縮まらないんで。能力アップも考えん
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と、給料全然上がらへんわ、しんどいわ、どうでもいいわじゃなくて、その意識もうま

くうまく指導してもらわないと、意欲もそがれますので、それを踏まえて一遍、もう一

度考えてもらえたらなと思うんですけども。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 藤原議員の御質問に少し回答として補足させていただきますけ

ども、現在の給料表の内容については、総務課長が申し上げたとおりでございます。も

ともと、私どもが役場に入った当時は４等級やったと思って、また、県とか国において

は特１等とか何かいろいろとあって、町職レベルでいうと、もう特１等とかそういうと

ころには行かないという給料表に基準としてなっておりました。それから、給料表が改

定されながら、国家公務員の抜本的な給料表が改定される。そんな中で、現在は、国家

公務員、一般行政職でいうと、１０級制が入ってるわけですよね。兵庫県においても１

０級制が入っているということで、都市職においても、１０級までは行ってるかどうか

分かりませんが、かなり高いところにいると。そんな中で、町でいいますと、一般的に

は一番上位が６級ということになっているわけです。その６級と併せて、国家公務員の

規定からいきますと５５歳昇給停止ということで、神河町においても、昨年、５５歳昇

給停止ということで、ようやくその基準でやっているということですね。

５５歳で昇給停止で、６級制で終わっている。そのように考えると、今、藤原議員が

言われたように、そういった５０歳代の職員からすると、非常に、実態としてどうなの

かなと。片や１０級制が入ってるところもあれば、一方で６級制で終わる。そのように

考えると、将来の人材育成とか、また、意欲であるとか、そのようなことを考えると、

やっぱり何とかできないものかなと、そのようなことは思うわけでございますが、いず

れにしても、そういう制度の下で、今、基準としてなってしまっているので、その辺り、

その制度を変えることによって、役場組織が、職員のモチベーションも上がってしてい

くということであれば、何か手だてがないのかなというところは個人的には思っている

ところでございますし、同様の考えをお持ちの町長さん方も幾らかいらっしゃるという

のが実態でございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

平岡総務課長、何かありますか。特にありませんか。（発言する者あり）よろしいで

すか。

ほかに質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。国家公務員については人事院勧告、県

の職員については県の人事委員会があります。いずれも官民比較をされてるわけですね。

国家公務員については、５０人規模以上の事業所、１万事業所を超える事業所を調査を

して、その比較でもって人事院勧告が行われます。県も同様に調査を行われてます。

町長のこのたびの提案の理由のところで、神河町の状況も考えてということで、提案
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理由の中にその言葉があったと思うんですけども、神河町内、先ほど町長がおっしゃっ

た実態というのは、他市町との比較での実態というのは分かるんですけれども、神河町

の民間企業の実態と、町の職員の官民格差、そういったところというのは、定期的な調

査とか、そういったことをやられてるのか、それをまずお聞きしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私のほうでお答えさせていただきます。神河町内における調査

ということになってきます。国家公務員についても、県についても、それは調査をして

るんですが、それは、例えば兵庫県であれば、兵庫県の組織的な規模と同等規模の民間

企業と比較してどうなのか、国家公務員にしても同じような状況の中で調査をされるわ

けでございますので、神河町の役場の職員規模と同規模のところが実際あるのかという

ことになると、実際のところ、ないわけでございますので、そうなっていくと、じゃあ

どこを基準に神河町の実態だという話になってくるわけでありまして、その辺の言葉の

表現は、少し、そのように捉えるとどうなのかなというふうに思いますが、これまでの

給与実態、そういう環境も含めて、最終的に判断させていただいたというのが神河町の

実態というところで御理解いただければと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。もちろん今、町長言われたような仕組

みも私は理解した上でなんですけども、当然、先ほど藤原議員が質問にあった、職員の

モチベーションの問題ですね、そういうことを考えると、厚遇については他市町との比

較というのが大事になってくるところについても一定の理解をしています。間もなく、

１２月の期末勤勉手当が支給されますと、報道、新聞報道で、西播磨管内、県下の比較

の一覧表が出ます。私自身が住民の方々と話ししてると、平均年齢の問題があるんです

が、あれはあれでマスコミにはもう少し工夫を私はしてほしいと思いますけれども、神

河町の部分がほかの市町から比べると、平均年齢からいくと給与月額も高くなるってい

う、そういう部分があって、そういうときには恐らく役場の総務課にもいろんな住民の

方々から御意見が出てくると思うんですね。そのときに丁寧な説明といいますか、住民

の方々への丁寧な説明をお願いしたいんやというところで、先ほどの質問をさせてもら

ったようなところです。何かコメントがあればお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。毎年この期末手当が支給され

ますときには、そういった資料が新聞には出るということなんで、この１２月８日の日

にはそういったまた記事が発出されるのかなというふうには思っております。何年か前

に神河町が一番やというふうな記事も出ましたんで、そのときにやはり神戸新聞さんと

話しして、資料の作り込みですよね、そういったことも少し話もさせてもらいました。

そういったことも踏まえて、それ以降はそういった、金額が出ますんで、１番というふ

うな書き方はされなくなったのかなというふうには思っておりますけども、そういった
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部分については、新聞社の方とそういった協議もしながら対応させていただきたいなと

いうふうには思っております。

また、住民の方に対してですけども、この前、少しあるロータリーの方と話しすると

きがありまして、今、円安なんで、そういう恩恵を受けてる、円安の効果を受けれる企

業はもうかってるけども、やはり国内で事業を回してるとこについては非常に厳しいと

いうふうな話もその方からもお伺いをいたしました。そういった現状があるというふう

なことも、こちらのほうも十分受け止めながら業務に精励していきたいなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第９６号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９６号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第９７号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９７号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第９８号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９８号議案は、原案のとおり
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可決しました。

次に、第９９号議案について討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９９号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１３ 第１００号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１３、第１００号議案、神河町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題としま

す。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１００号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、令和５年４月１２日付こども家庭庁成育局長通知、放課後児童健全育

成事業の実施についてにより、放課後児童支援員の資格要件が都道府県知事が行う認定

資格研修を修了した者でなければならないと規定されていますが、職員の研修計画を定

めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなってから２年以内に研修

を修了することを予定している者を含むことになりましたので、条例の一部を改正する

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。詳細につきましては、教育課社会教育特命

参事から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

宮本教育課社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。それで

は、第１００号議案の詳細につきまして御説明申し上げます。

改正の理由は、令和５年４月１２日付のこども家庭庁成育局長通知、放課後児童健全

育成事業の実施についてにおいて、放課後児童支援員の資格要件について、認定資格研

修を修了した者でなければならないと規定されておりますが、職員の研修計画を定めた

上で、放課後児童支援員としての業務に従事することになってから２年以内に研修を修
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了することを予定している者を含むことになりましたので、神河町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。

資料１１４ページを御覧ください。新旧対照表で、第１０条第３項各号列記以外の部

分中、「修了したもの」の次に括弧書きで、「（研修計画を定めた上で、放課後児童支

援員としての業務に従事することとなった日から２年以内に当該研修を修了することを

予定している者を含む。）」を加えております。

これまで、放課後児童支援員につきましては、必要な知識を身につけた後、認定資格

研修を修了した者が従事するべきとしておりましたが、小学校の児童数は減少している

ものの、共働きの家庭が増えまして、学童保育クラブを利用する児童は増えており、特

に１、２年の利用が増え、利用者の約６割を占めております。現在、学童保育クラブで

は、各クラブに２名ずつ支援員を配置しておりますが、低学年児童への指導や保護者へ

の連絡等の対応が増えているため、支援員を増やす必要が出てまいりました。また、兵

庫県が行う研修の開催時期が近年９月以降に開催される傾向で、補助員から支援員にな

るまでに時間を要し、支援員の補充に長い期間が必要となっております。今年度は、９

月から１０月にかけて１名研修を修了しておりますが、先日、１２月４日にようやく修

了証が届いております。今後、元教員や元保育士などの適任者が見つかっても、翌年の

年末頃まで支援員として従事できないことから、支援員として従事することが望ましい

方をみなし支援員とし、より保護者が安心して子供を預けられ、子育てと仕事等を両立

できるように支援するため、条例の改正を提案させていただきます。

以上を詳細説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １点、確認させてください。この条例は、支援員の増強、

増やすことを目的とされとると思うんですけど、現在の支援員が神河町では何人ぐらい

おられるのか。で、この今度の改正でどれぐらい増えるのか。それちょっと教えてくだ

さい。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。現在の

ところ、各クラブに２名です。まず、神崎学童保育クラブでは支援員が２名、それから

補助員が６名でございます。それから寺前につきましては、支援員が２名、補助員が５

名でございます。補助員の方の中から支援員になっていただきたいということでお願い

はしておるんですけども、断られ続けてるというところでございますので、外から今度

入っていただく方にしかちょっと期待ができない、今、状況でございます。寺前につき

ましては、今の補助員の５名のうち１名が今回修了いたしましたので、支援員が今度３

名になり、補助員が４名になるというところでございます。
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○議長（小寺 俊輔君） 栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 今の説明で、寺前のほうは補助員５名のうちの１人が支

援員に格上げになると。ただ、人数的には同じいうことですね。神崎のほうについては、

全然まだ２人と６人ということで、ほんなら、その今から増やしていかなあかんという、

要請をかけていかなあかんという状態なんですね。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 今、議員がおっしゃられたそのとお

りでございます。特に神崎学童のほうの利用者が増えておりますので、今後増やしてい

かないといけないというところでございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。今、この支援員のことについては、寺

前、神崎とも学童保育のことだと説明から分かりましたけれども、修了予定者、今、話

あったと思うんですけども、なかなか希望がないということですね。それは、補助員と

して働いておられる方々の状態とか、何かいろんな理由か何かはつかめていらっしゃる

んでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。ただい

まの御質問なんですが、認識しておるのは、扶養家族に配偶者控除を受けられるとか、

その社会保険の扶養ですかね、なる方が多いというところで、所得をできるだけ抑えた

いというところがありまして、ならないというのと、それから、なかなかやはり支援員

というのになりますと、保護者との話をしなければいけないとかいうところで、ちょっ

と業務的に控えさせていただきたいというふうに聞いております。

○議長（小寺 俊輔君） 小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） 小島です。なかなか希望者がないということは分かった

んですけども、そのために何か手だてとして待遇アップとか待遇改善とかいうようなこ

とは考えておられるんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 賃金につきましては、総務課のほう

の規定に、給与といいますか、会計年度任用職員の規定に基づいてになりますので、特

にこの学童の分だけで上乗せをするといったことはございません。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。会計年度任用職員の方につき

ましては、支援員の方については専門職というふうな位置づけをしておりまして、補助

員の方との格付を外しているというところで、例えばですけども、高卒で支援補助に入

られた方については１の２からスタートしますけども、指導員になりますと、そこはた
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しか１の２５格付っていうふうにして、そういった待遇のほうもしておりますので、御

理解を賜ればというふうに思っております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。ほかに質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。今、町が管理してる方で支援員と補助

員があります。対外的に見ますと、無償ボランティアの方も中におられて、混在してる

状態だと思うんです。ボランティアに来られている方も、それなりの知識持たれた方が

多分されてると思うんです。いわゆる事業が、学習の補助もしたり、幅広くされてると

思うんですよね、実態はね。そうなったときに、もうちょっとその方の支援をどうする

のか、どういったやり方で支援員と補助員とボランティアの方のバランス取っていくの

かというような考え方なり、今から当然、人増えていきますよね、入られる方が。その

ことを踏まえて、どういう形がええんか、どう考えておられるのかもちょっと教えてい

ただけませんか。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。ただい

まの質問なんですが、学童につきましてはボランティア、無償で働いておられる方はい

らっしゃいません。先ほども申したように、特に神崎学童のほうが増えておるというと

ころで、特に夏休みなんですが、今、学童ルーム２つあるんですけども、７０人を超え

ると学校の空き教室まで使わないといけないというところで、ちょっと３か所になって

しまうというところで、支援員のなかなか指導が行き届かないというところが一番問題

になっております。そういったところで、できましたら、もう来年、学校、教員とか退

職される方に早く声をかけていきたいなというふうに考えております。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに。

入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 今のことに関しまして、付け足しでもないんですが。教育長

の入江でございます。学童保育クラブのほうは、今、参事も申し上げましたように、利

用人数が本当に増えてきております。それは家庭の事情であったり、それにお応えする

ように、支援員であったり、補助員であったり、頑張って子供たちの支援といいますか、

お世話しております。

その中でやっぱり、どうしても支援員の立場と補助員の立場、違ってまいりますので、

支援員はやっぱり保護者対応であったり、学級全体の運営であったり、その辺もして、

苦労もしてくれていますが、補助員のほうも一人一人に当たって、本当に学校と同じよ

うな様相、子供たちの様子は同じような様子になっておりますので、ある意味では教師

と同じ働き方といいますか、そういう務めを果たしていただいてると。やっぱり今おっ

しゃっていただいたように、支援的なことはどうしているのかということにつきまして

は、今、参事申し上げましたけど、それプラス、職員会議等も本当に頻繁に持ちまして、
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現場の声を聞く、それから、お一人お一人の様子を見ながら、こちらで相談に乗ったり、

支援員を支援したりというようなことでやってきております。とにかく、今申し上げま

したように、やっぱり経験されている教師、退職された方であるとか、そういう方に来

ていただくと大変助かるという面がございますので、今回のこの提案もさせていただい

て、人材確保にも努めていきたいなというところでございます。学童保育、大変重要な

ところですので、さらに充実させていきたいという思いでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。ちょっと教えてください。提案説明聞

いてて、ちょっと分からなくなってしまった部分があるんですけども、そもそもこの今

回の改正については、放課後児童の預かる部分の上位法等の改正があってこのような括

弧書きの部分を設けられたのか、神河町独自に神河町の実態に合わせて設けられたのか。

提案説明であったかもしれませんが、ちょっと失念してますので、再度お願いいたしま

す。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。今回の

改正につきましては、こども家庭庁のほうから通知があったわけなんですけども、実態

としまして、先ほど説明したように、これまでは大体半年ぐらい勤務していただいて、

実務を持っていただいて、実務をしていただいた中で研修を受けていただいて、支援員

になっていただくというのが本来の姿であったので、そのように、そのままいこうかな

としてたところなんですが、これ、４月１２日に来ておりまして、当町ではもうしない

でおこうかということ、各郡内のところにも聞いたんですが、市川町、福崎町につきま

しては、もう支援員がたくさんいるので改正はしないというところでございました。た

だ、職員会議とかで話していく中で、どうしても支援員が足りないという話が出てまい

りましたので、今回上げさせていただいたわけでございます。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本参事、すみません、私も余計分からなくなったんですけど

も、つまり、上位法が改正されて、今回のこの神河町の条例を改正されるのか、そうで

はなくて、上位法はそのままですけれども、神河町独自にこのような改正をされたのか、

どちらかっていう質問だったと思うんですけど。

宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 宮本でございます。申し訳ございま

せん。上位法が変わっております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 上位法が変わってるということで、そういう提案説明が

あったのかどうか、ちょっと私が聞き覚えがないのであれなんですけれども、そういう

ことで、４月１２日に通達が来てるんであれば、それまでの放課後児童の状況が把握で
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きておれば、当然６月定例会、９月定例会でも、私はこの改正ができたんではないかな

という観点でお尋ねしたんですけども。ここでも出てきました、他市町が、福崎や市川

がしないのでっていう、そういう言い訳のような説明があったんですけど、そうじゃな

しに、神河町のことを皆さん考えてるんですから、神河町の実態をつかんでおれば、困

ってたことがこの通達によって解決できる、すぐに上げよう、そういう姿勢が大事では

ないかと思いますけども、いかがでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。澤田議

員の言われるとおりでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 教育長、何か一言ありますか。

入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 教育長、入江でございます。御指摘の点は、そういう点もご

ざいますが、実は今、参事もちょっと申しましたように、うちの、神河町の実態を見た

ときに、今、うまく機能しているというか、もちろんうまく機能している部分がありま

したので、それを継続して、職員のほうもその形で頑張ってくれていましたので、その

ままでいこうということも考えておったんですが、ただ、通知が来て、こういう形にも

できるぞということで、いろいろと考えている段階で、今申し上げましたように、いろ

んなことを探りながら、しかしうちの実態でやるんやったら何がええかなということを

考えているということで、ちょっと時間がかかってしまったんですが、今回、やっぱり

先ほど申しましたように、支援員になる講習を受けて、その結果が届いたのが大変遅く

なると。もっと早い段階で通知が来ておりましたら、補助員の方が支援員に昇格といい

ますか、なれるのも早くできたんですが、今回非常にずれ込んだということもあって、

こういう状態が続くと、非常に支援員が不足しているとか、支援員になるのが大変遅く

なるので、これをやっぱり上位法に従って、うちでも導入をして、しっかりやっていき

たいということで、確かに時間かかったことは御指摘のとおりでございますけども、い

ろいろと検討している中でそのようなことになってしまったということでございます。

御理解を賜った上で、また御審議お願いしたいと思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１００号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１００号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１４ 第１０１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１４、第１０１号議案、神河町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を

議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、令和５年９月１５日公布、令和５年９月１６日施行による、こども家

庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う子ども・子育て関

係基準条例の整備により、本条例を改正するものでございます。

内容は、本条例中の該当箇所を「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している

施設に限る）」に読み替える規定を追加することにより、規定の不備を補正するため、

条例中の一部を改正するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。不備な点、どの点が不備になっとんで

すか。ちょっと教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。新旧対照

表を御覧ください。条例３６条第３号中の第６条第２項中という記載があります。第６

条第２項中に、「特定教育・保育施設（認定こども園または幼稚園に限る）」とある条

文を、「（特別利用教育を提供している施設に限る）」とするに読み替える条例改正で

ございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。
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〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０１号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１５ 第１０２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１５、第１０２号議案、神河町空家等の適正管理及び利

活用の促進に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例の一部を改正する

条例制定の件でございます。

改正の理由は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和５

年６月１４日に公布、令和５年１２月１３日に施行されることから、本条例を改正する

ものでございます。

内容は、空き家等の所有者等の責務の強化及び空き家等の活用拡大、空き家等の管理

の確保及び特定空家の除去等に係る改正が主なもので、空家等対策の推進に関する特別

措置法の条項を引用している箇所に条ずれが生ずるため、条例中の一部を改正するもの

でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。先ほど町長の提案説明で、この上位法

の改正の公布が６月１４日というふうに説明があったと思うんですけども、それならば

９月の定例会になぜ出せなかったのか、それをお尋ねします。

○議長（小寺 俊輔君） 井出住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。議

員おっしゃられるとおり、令和５年６月１４日に公布されてということなんですけども、

国のほうから、この公布から六月を限度に超えない範囲で施行されるというような通知

がございました。他市町も確認しましたら、施行日、施行される日というのがなかなか
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出てまいりませんでしたので、これは本当に１２月、際になってから、１２月１３日の

法律の施行というものが出てまいりました。これに合わせて、６月１４日から六月とい

いますともう１２月１３日が本当に期限ということになっておりましたので、１２月議

会で上げさせていただくということの判断で提案させていただいております。以上でご

ざいます。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 公布日から６か月以内に施行ということが当初から決ま

っておったんであれば、私は９月定例会に提案すべきであったことではなかったのかな

と思うんですけども、この１２月１３日施行という、例えば通知が、１２月際々になっ

て来たんで、急遽条例改正をするんやと、そう今の説明は受け取ったんですけれども、

実態はどうなんですか。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。こ

の情報につきましては、７月でこういった条例改正が必要であるというふうな認識はご

ざいましたので、９月議会で上げるという選択肢も当然こちらもございました。しかし

ながら、施行日がまだ確定してないということで、その施行日が確定した時点での条例

改正ということで、これにつきましては、法制の業者でありますぎょうせいとも相談し

た中で、まだ施行されてないという状況での条例改正は適当ではないんじゃないかなと

いうような意見というか御助言がありましたので、それを受けて、遅くとも１２月まで

にはこの法律が施行される日が決定するということでしたので、１２月議会に上げると

いうことはもう当初から決めておって、この日が１２月１３日になったというのは最近、

１１月下旬に出てきたということでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。これに限らずに、先ほどもあったんで

すけど、よその状況を見てどうやこうやいうんじゃなしに、法治国家ですから、国から

来た通知ぐらいやっぱり調べてくださいね。そうしないと、よそがしてないからしませ

んっていうんじゃなしに。やっぱり法に基づいてする以上、それを正しく理解しないと、

いや、実はぎりぎりでしただとか、遅れてましたとか言うんじゃなしに。それもちょっ

とおかしいんで、通知来た以上、やっぱりちょっと研究してくださいね。研究した上で、

いわゆる関係市町とも協議されてええ話だと思うんですけど、それまでによその出方を

様子見っちゅうのはちょっとおかしいと思うんですけど、この考え方、どないでしょう。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。藤

原議員がおっしゃられるとおり、こちらで検討した結果、この１２月議会というのはも

う早くから決めておりました。その上で他市町の状況を確認したということです。以上

－６５－



です。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０２号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１６ 第１０３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１６、第１０３号議案、神河町立学校設置条例の一部を

改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、令和６年度、長谷幼稚園を再開するに当たり、長谷小学校内に長谷幼

稚園を設置するために、本条例を改正するものでございます。

内容は、長谷小学校内の被服室であった教室を幼稚園の保育室等に改修し、令和６年

４月１日から長谷幼稚園として再開するため、条例中の一部、長谷幼稚園の位置につい

て、神河町長谷９５４番地の３を神河町長谷６４７番地に改正するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。じゃあお聞きするんですけども、今現

在の長谷幼稚園の園舎は、今後はどういうふうな方向で使われるのか、また廃棄になる

のかの判断を教えていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 児島教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（児島 浩司君） 教育課、児島でございます。安部議員
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の質問にお答えします。

今後につきましては、公募という形で使用される方を募集するようになるというふう

に考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） 安部です。じゃあ、指定管理、今までのとおりに指定管

理という形の公募になるんかどうかを教えていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。今、御質問、現園舎ですね、今後どうなるのかと

いう御質問で、児島課長のほうから公募という話あったんですが、現園舎に関しまして

は、使わなくなる可能性がある段階で地元区長様と少し話をさせていただいた内容があ

ります。地域の方が使いたいとか、いろんな使い方がありますねっていう話をしてます。

その中で、公募という話も当然出てきたんですが、園舎の規模が非常に小さいと、ここ

で事業をするには少し適当ではないんではないかというふうな議論もあります。よって、

公募するかどうかも含めてですが、今提案のあるようなこととかが区長様方の希望に合

うのかどうかということを聞きながら進めていくというふうな展開になると思います。

一般の小学校舎とか、そういった大規模な校舎が空いてるのとは少し違う扱いになる可

能性があるということで御理解いただけたらと思ってます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） 安部です。今、小学校等もかなり校舎について、運営に

ついて困っている場所がありますんで、そこら辺のところも考慮していただいて、やっ

ぱりどうどこどやったら誰か使っていただけるような方向で、全く潰してしまうんじゃ

なしに、それのほうが地域のためにもええかなというふうに思うんで、そういう前向き

なお考えでよろしくお願いしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。地域に受け入れられて、有効に使えるようにとい

うふうな活用の方向で進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。確認です。そうしますと、来年の４月

１日をもって、現在の長谷幼稚園については普通財産になると、そういう位置づけにな

って、今後活用を考えられると、そういう認識でよろしいですね。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。御質問のとおりです。行政財産から普通財産のほ

うに移して、その後、活用を考えるという流れになってまいります。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕
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○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０３号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１７ 第１０４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１７、第１０４号議案、神河町下水道事業の設置等に関

する条例及び神河町下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町下水道事業の設置等に関する条例及び神河町下水道事業に地方公営

企業法の一部を適用する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、現在、特別会計で執行しています浄化槽事業について、総務省の指導

もあり、令和６年度から企業会計とするため、関係条例を一括して改正を行う条例の制

定を行うものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第１０４号議案、神

河町下水道事業の設置等に関する条例及び神河町下水道事業に地方公営企業法の一部を

適用する条例の一部を改正する条例制定の件の内容につきまして説明をさせていただき

ます。

町長の提案理由で申しましたとおり、浄化槽事業を企業会計に移行するように総務省

の指導がございます。現在、浄化槽の多くが更新時期を迎えておりまして、これからも

更新事業の国庫補助を受けるためには、企業会計に移行しておく必要がございます。

企業会計に移行するには、大きく２通りの移行方法がございます。１つは、浄化槽事
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業単独で企業会計を持つ方法、もう一つは、多くの自治体で行われております、下水道

事業会計の中に含めていく方法でございます。当町としても、事務の効率を考え、現在

の下水道事業会計へ編入していく方法とし、４つの条例改正、１つの規則を改正をいた

します。改正に当たっては、株式会社ぎょうせいに業務委託をしまして、浄化槽事業を

下水道事業に編入するために、神河町条例及び規則等の関係条項全てを確認をし、町長

部局の例規では１０件、法適用事業関係の例規で５件、公営企業関係の例規で２９件に

ついて、改正の必要があるかどうかの検討を行っております。

それでは、改正内容について説明をさせていただきます。条例の改正方法も、個々の

条例について改正する方法と、まとめて改正条例を上げる方法がございまして、委託し

ております株式会社ぎょうせいの提案によりまして、まとめて改正条例を上げる方法と

しております。

まず、１つ目の条例改正は、１２１ページをお願いいたします。中段の括弧書きの神

河町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございまして、１２３ページに新旧

対照表をつけておりますので、そちらで確認をしていただきたいのですが、第１条では、

設置の目的に浄化槽設置条例にあります文言を追加し、事業についても浄化槽事業を追

加しております。第２条においては、経営の基本の中で、下水道事業の排水区を大きく

網羅できるように、下水道法に規定する事業計画に定められた区域及び浄化槽処理促進

区域内としております。つまり、神河町全域のことでございます。また、第３条では、

地方公営企業法の中でうたわれています文言に細かく変更をさせていただきたく思って

おります。１２４ページの第４条、第５条、第６条も同様でございます。

１２１ページに戻っていただきたいと思います。２つ目の条例改正でございますが、

下から２行目に括弧書きの神河町下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の

一部改正でございます。こちらも新旧対照表が１２５ページにありますので、そちらで

確認をお願いいたします。浄化槽事業の地方公営企業法の一部適用を、令和６年４月１

日から適用するための改正でございます。

３つ目の条例改正は、附則の中で記載をしておりますが、神河町特別会計条例の一部

改正でございまして、第１条中、規定の次にその他の法令規定を加えまして、同条第１

８号を削っております。つまり、浄化槽事業特別会計の削除でございます。第２条では、

浄化槽特別会計が削除され、下水道事業会計に編入することにより、弾力条項の適用範

囲の修正がございます。

４つ目の条例改正は、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例改正でご

ざいます。この条例改正は浄化槽には関係ございませんが、９月定例会で決算が承認さ

れ、建設仮勘定で処理していました固定資産を資産計上しましたので、それに合わせ、

統廃合事業で上小田処理施設と南小田処理施設が大河内浄化センターに統合され、廃止

になりましたので、その旨の改正を行っております。

次に、１２６ページをお願いいたします。参考資料としまして、神河町下水道事業の
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財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をおつけしております。１２８ペ

ージ以降に新旧対照表をつけていますので、そちらで確認をお願いいたします。まず、

趣旨に浄化槽事業を追加しております。その次に、１３２ページになりますが、勘定科

目に浄化槽事業に関する浄化槽費を追加しております。

以上が条例及び規則の改正でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。ちょっと確認だけさせてください。も

ともと神河町の排水処理につきましては、国交省と農水省、それと厚生労働省、３つの

分から補助受けてしました。今の説明では総務省の指導でこうしましたは分かるんです

けど、今度は窓口は国交省になるんですか。例えば、合併浄化槽を改修するときの窓口

は。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 合併浄化槽の分は厚労省でございまして、下水の部分

につきましても現在、国交省と農水省と厚労省と３つに分かれておるんですけども、そ

れはそのままの省庁の関係になります。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０４号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１８ 第１０５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１８、第１０５号議案、神河町公の施設（神河町ケーブ

ルテレビネットワーク施設）の指定管理者指定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。
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本議案は、神河町公の施設（神河町ケーブルテレビネットワーク施設）の指定管理者

指定の件でございます。

神河町ケーブルテレビネットワーク施設の指定管理者の指定につきましては、平成３

１年４月１日から５年間の契約を行っておりました。今回、令和６年４月からの指定管

理者を募集し、審査委員会で審査した結果、富士通ネットワークソリューションズ株式

会社関西事業所を指定管理者としたいため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

基づいて、議会の議決を求めるものでございます。なお、指定管理の期間は令和６年４

月１日から令和８年３月３１日の２年間とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。詳細につきましては、総務課長から御説明

いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。それでは、１０５号議案の詳

細説明を申し上げます。

神河町ケーブルテレビネットワーク施設の指定管理者の募集につきましては、現行と

比較し、指定管理期間を５年間から２年間とする。毎週行っております自主放送番組内

の「まちかどウィークリー」のニュースを４本から２本とすることとし、公示を１０月

２３日、公募の参加表明締切りを１１月２日、申請書類の受付を１１月６日から１１月

の１０日と定め、募集を行いました。変更の理由は、指定管理期間につきましては、現

在ケーブルテレビ事業とインターネット事業の指定管理期間に２年間のずれが生じてい

ることから、次回、同時に公募するためでございます。毎週のニュースの本数を減らす

理由は、プロポーザル時の契約金額の上限金額を現行のサービスと同様の事業で見積り

徴取したところ、 ５倍の金額提示があったことから、町負担の急増を避けるため、事

業内容を見直して、ニュースの本数を減らすことといたしました。

以上の条件に照らし合わせて、このたび申請受付期間中に申請書、提案書の提出を行

ったのは富士通ネットワークソリューションズ株式会社神戸営業所の１社でございまし

た。提出されました提案書を基に、１１月２０日に、役場３階第３会議室におきまして、

指定管理者選定委員会を開催いたしました。副町長を含め、１０名の委員で提案者富士

通ネットワークソリューションズ株式会社神戸営業所からのプレゼンテーションを受け

た後、選定候補者、指定管理候補者の選定、評価を行いました。審査につきましては、

神河町の公の施設に係る指定管理の指定に関する手続に関する条例第４条に規定する各

項目により行ったところです。

審査の結果は、町民が主役の番組づくりとして、学校行事取材の充実、コミュニティ、

行政、防災情報の提供、住民参加の番組づくりなどの提案を受け、施設の設置目的の確

認など、総合的に判断した結果、指定管理者の候補者として決定をさせていただいたと

ころでございます。この委員会の答申を受けまして、ケーブルテレビネットワーク施設
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の指定管理者を富士通ネットワークソリューションズ株式会社神戸営業所とするもので

ございます。なお、指定管理の期間は、令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

の２年としております。また、指定管理料につきましては、２年間の総額で消費税込み

で２億９４４万０００円でございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） すみません、先ほど私、神戸営業所と言っておりましたが、

指定管理者につきましては関西営業所……（「関西事業所」と呼ぶ者あり）関西事業所。

すみません、ちょっともう一度お待ちください。関西事業所が正解でございます。よろ

しくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。１点だけ教えてください。これプロポ

ーザルでされましたね。建物の場合でしたら審査項目かなり出てくると思うんですけど、

この場合審査項目、そんなに多くはないと思うんですけど、何項目に分けて審査されて

るんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。審査項目につきましては５項

目で、そのうち小項目としまして１０項目で審査をしたところでございます。よろしく

お願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。一般競争入札とプロポーザル、どちら

を選択すべきかいう話になるんですけど、どちらでもいいような気もするんですけど、

特段これにされた理由、ちょっと教えていただけますか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。この事業ですね、どのような

提案を受けるかっていうところで、このたびはプロポーザル、前回もプロポーザルをさ

せていただいたんですけども、やはり事業者さんの新たな、そうした提案を受けたいと

いうふうなことも含めて、プロポーザルとさせていただいたところでございます。よろ

しくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。先ほど、４番組あったやつを、 ５

倍の料金がかかるので、半分にすると、２番組にすると。これ、一気に半分になってし
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まうんですけど、そない影響ないんですか。それとも、４を３に変えるいうことも相談

されましたか。その辺、ちょっと教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。こちらが２本というふうな提

案をさせていただきました。そういった中で、今、住民の方から、投稿番組があります

よね、そういったところも踏まえて、そういった番組も追加していただきたいというふ

うな話も、そのプロポーザルのときにこちらのほうからも提案をさせていただいたとこ

ろです。基本的には２本ということですけども、週によっては３本みたいなときもある

というところで御理解を賜ればと思っております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。指定管理者の応募を行ったところ、申

請は１件であって、審査委員会を開かれたということなんですけども、審査委員会の開

催の期日と委員の氏名、委員合計の満点が幾らで、評価の点数が幾らであったか、それ

を教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。実施時期につきましては、令

和５年１１月の２０日１７時５８分から役場３階のほうで開催をしております。委員に

つきましては、前田副町長、黒田財政特命参事、岡部総務課参事、北川会計管理者、石

橋ひと・まち・みらい課長、平岡住民生活課長、藤原健康福祉課長、木村健康福祉課保

健師事業特命参事、あと、児島教育課長に私を入れて、１０名でございます。

あと、得点でございますけども、１２０点満点で評価をしておりまして、平均でいき

ますと、大体７０点ぐらい。

○議員（３番 澤田 俊一君） じゃあ、１０人がその数字出したわけですか。２００

分の何点ですか。

○総務課長（平岡万寿夫君） ７００点です。

○議員（３番 澤田 俊一君） ７００点。

○総務課長（平岡万寿夫君） はい。以上でございます。

○議員（３番 澤田 俊一君） 足切りは。

○総務課長（平岡万寿夫君） そういったものは実施しておりません。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） すみません、２００分の７００点ということで、２年

間の指定管理なんでね、なかなか厳しい状況かと思いますけれども、総務文教常任委員
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会でも議論があったように、２年後に向けて、しっかりと対応をお願いしておきたいと

思います。

その中で、ちょっと見てて、観光施設等の提案のときには年度協定書の案も添付があ

ったんですけども、今回ないのはなぜかなと思うのと、それはそれで、年度協定書なの

でいいのかもしれませんが、１点教えてください。基本協定書の１３条と１４条。１３

条には財産管理の規定があって、第１４条には施設の維持修繕等の規定があります。財

産管理については、備品の購入単価ですね、これが３０万円以上のものについては町が

負担することができる、そして、修繕については３０万円未満については指定管理者が

行うと。この３０万円という規定があるんですね。観光施設の場合は、その事業所の規

模によって、３０万円であったり、６０万円という規定があります。実は町内で２か所

ほど、恐らく６０万円の規定があったと思うんですけども、これは、なぜその３０万と

６０万の規定が違うのかということについては、そのときの説明では、いわゆる事業規

模が違うので、事業規模の大きいところについては６０万円というような説明があった

ように記憶をしております。

今回、このケーブルテレビ事業については年間１億を超えるような、そういう事業規

模の中で、この修繕費、また備品購入の境になる金額が６０万円ではなしに３０万円と

されてる、これは観光施設の指定管理との不一致の部分があるんではないかなと思うん

ですけども、それはいかがですか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。この指定管理につきましては、

ケーブルテレビの事業の収入ですね、１世帯当たり８００円のやつにつきましては、

基本的に役場のほうに全て収入は行くということになってますんで、指定管理といいな

がら、ここについて利益をするということはなかなか難しい指定管理でございますので、

そういった部分で３０万円という設定をさせていただいているというふうに理解をして

おりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 澤田です。一定の理解しました。

その中で、もう一つ、観光施設との兼ね合いでお聞きしたいのは、観光施設の指定管

理の基本協定書には責任分担の一覧表がついておるんですね。例えば住民から苦情があ

ったときにどちらが対応するか、そういった区分表が別記１として必ず添付、どの施設

も添付してあるはずなんですけども、このケーブルテレビの指定管理について、いわゆ

る責任分担の一覧表がない。これは明記しておかないと、いろいろと以後、問題が起こ

るんではないかなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。澤田議員さんの指摘につきま

しては、十分その部分も踏まえてやっていきたいというふうに思っておりますし、ケー

－７４－



ブルテレビにつきましても、夜間の電話も全てケーブルテレビのほうに電話が転送され

るようになっておりますので、その部分につきましては少し詰めていきたいというふう

に思っております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０５号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１９ 第１０６号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１９、第１０６号議案、令和５年度神河町一般会計補正

予算（第６号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は令和５年度神河町一般会計補正予算（第６号）でございまして、補正予算

（第５号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の主な要因は、歳入では、社会保障・税番号システム整備費補助金、神河まち・

ひと・しごと創生寄附金、今回の補正による財源調整のための財政調整基金繰入金の増

額、児童手当負担金、地籍調査事業補助金・負担金の減額、歳出では、人事院勧告の給

与改定などに伴う人件費、マイナンバーカードに伴う住民記録・戸籍附表システム改修、

企業版ふるさと納税基金の積立金、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費支給事

業、長谷幼稚園開設に係る備品購入、きらきら館空調設備キュービクル増設による増額、

越知谷・粟賀財産区議会議員選挙、児童手当の支給、地籍調査事業、神崎体育センター

屋根修繕の減額などでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７６４万０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億８７６万０００円とする

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。
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詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。それでは、

第１０６号議案の詳細につきまして御説明を申し上げます。

８ページのほうを御覧いただきたいと思います。事項別明細書により御説明を申し上

げます。

まず、歳入でございます。１５款国庫支出金です。１目民生費国庫負担金で、国民健

康保険基盤安定負担金、３７万０００円の増額でございます。これは額の確定による

ものでございます。続いて、障害者自立支援給付費等負担金、３９９万０００円の

増額でございます。実績見込みによるものでございます。続きまして、児童手当負担金

１１０万０００円の減額でございます。これにつきましても実績の見込みによるも

のでございます。続いて、子育てのための施設等利用給付交付金でございます。２１万

０００円の増額でございます。認可外保育所利用児２名の増加によるものでございま

す。

続いて、２目の衛生費国庫負担金でございます。新型コロナウイルス予防接種健康被

害給付費負担金、１５０万円の増額でございます。補助率につきましては１０分の１０、

内容につきましては歳出のほうで御説明をさせていただきます。

続きまして、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金でございます。社会保障・税番

号システム整備費補助金、７３９万０００円の増額でございます。マイナンバーカ

ードに伴います住民記録システム及び戸籍システムの改修に係るものでございます。

続いて、２目民生費国庫補助金でございます。障害者自立支援事業補助金９７万０

００円の増額でございます。実績見込みによるものでございます。続いて、子育て世帯

生活支援特別給付金事業補助金、５０万円の増額でございます。これにつきましては、

家計急変世帯の見込みが増えた等の理由により増額をさせていただくものでございます。

続いて、１６款の県支出金です。２目民生費県負担金で、国民健康保険基盤安定負担

金、２６０万０００円の増額です。障害者自立支援給付費等負担金、６９９万００

０円の増額です。続いて、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、９万０００円の減額

でございます。額の確定によるものでございます。次のページをお願いします。児童手

当負担金でございます。２４９万０００円の減額でございます。子育てのための施設

等利用給付費負担金は１０万０００円の増額でございます。

続きまして、２項の県補助金でございます。２目民生費県補助金で、障害者自立支援

事業、地域生活支援事業補助金、２７万０００円の増額です。子ども・子育て支援交

付金（保育所一時預かり事業）でございますが、基準額の変更がありました。それに伴

いまして９万０００円の増額となってございます。
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続いて、４目農林業費県補助金でございます。地籍調査事業補助金が１２７万００

０円の減額でございます。これにつきましても実績の見込みによるものでございます。

続いて、機構集積協力金交付事業補助金ほか、６５０万０００円の増額です。内容

につきましては歳出のほうで御説明を申し上げます。

続いて、３項県委託金でございます。４目農林業費県委託金で、地籍調査事業委託金、

５３０万円の減額です。

続いて、１８款の寄附金でございます。２目の指定寄附金でございます。神河まち・

ひと・しごと創生寄附金、企業５件分で８３０万円の増額になります。

次のページをお願いをいたします。１９款の繰入金でございます。他会計の繰入金と

して、４目地区振興基金特別会計繰入金で、長谷地区振興基金特別会計繰入金、１３５

万円の増額です。これにつきましては、長谷漁協への補助金の繰入れでございます。

続いて、基金の繰入金です。１目公共施設維持管理基金繰入金、１５０万円の減額で

す。財源充当につきまして申し上げます。児童センターの空調修繕工事としまして２９

０万円の増額、神崎体育センター修繕工事に４４０万円の減額でございます。補正後の

基金の残高見込みにつきまして申し上げます。４億６８１万円でございます。

続いて、６目財政調整基金繰入金、５３６万０００円の増額です。今般の補正の

財源調整のため増額するものでございます。補正後の基金の残高見込みにつきまして申

し上げます。１６億４２０万０００円でございます。

財産区繰入金につきましては、越知谷・粟賀財産区議会議員選挙、２７５万０００

円の減額です。精算によるものでございます。

続いて、２１款諸収入でございます。雑入、町有建物災害共済金受入金、４４０万円

の減額で、神崎体育センターに係るものでございます。

これで歳入の説明を終わります。

続きまして、歳出のほうに移らせていただきます。

歳出につきまして、まず、人件費等につきまして、補正５号以降の変更に伴います職

員手当、共済費等の増額、人事院勧告の給与改定などに伴います増額、時間外手当の補

正などをいたしてございます。なお、各科目での個々の説明につきましては割愛をさせ

ていただきます。

ここで、２６ページの給与明細書のほうをお開きをいただきたいと思います。２、一

般職、 総括でございます。区分の比較で、両括弧の上段につきましては再任用短時間

勤務職員、両括弧下段につきましてはパートタイム会計年度任用職員でございます。一

般職の合計で、給料４５４万０００円、職員手当４３５万０００円の増額、共済

費７万０００円の増額でございます。合計の欄を見ていただきますと、８９８万

０００円の増額となってございます。再任用短時間勤務職員につきましては７万００

０円、会計年度任用職員につきましては３８８万円の増額になります。

それでは、人件費を除きまして、各科目につきまして御説明を申し上げます。

－７７－



まずは１１ページのほうに戻っていただきたいと思います。１款の議会費でございま

す。議員期末手当が２８万０００円の増額です。

続きまして、２款の総務費です。総務管理費、１目一般管理費です。補正額の財源内

訳のほうを見ていただきますと、国県支出金で社会保障・税番号システム整備費補助金

が７３９万０００円でございます。次のページをお願いをいたします。システム改

修委託料でございますが、２０５万０００円の増額の計上をさせていただいてござ

います。国が進めておりますデジタル社会の実現に向けた重点計画によりまして、マイ

ナンバーカードに氏名をローマ字表記できるよう、各市町村の住民記録システム及び戸

籍の附票システムなどの改修が求められてございます。関係する省庁につきましては、

法務省と総務省になります。当町の事業費の内訳を申し上げます。法務省の関連といた

しまして、戸籍情報システムが８７０万０００円、そして総務省関係として、戸籍の

附票システム５２２万０００円、住基及びコンビニ交付システムとの連携８１３万

０００円となってございます。

続きまして、６目の企画費でございます。創業促進事業補助金として１６０万円の増

額でございます。当初予定をしておりました５件分８５０万円を減額いたしまして、新

規に同件数の５件分０１０万円を増額するものでございます。続いて、企業版ふるさ

と納税基金積立金でございます。８３０万円の増額で、歳入で御説明しました企業５件

分を積み立てするものでございます。補正後の基金残高見込みにつきましては３８０

万円となります。

８目諸費でございます。新型コロナなど保健衛生に関する国庫補助金の返還で、８３

万円の増額です。事業実績の確定によるものでございます。

次のページ、選挙費でございます。３目越知谷財産区議会議員選挙費１３３万００

０円、次のページになりますが、４目の粟賀財産区議会議員選挙費、１４１万０００

円の減額でございます。無投票により、精算をするものでございます。

続いて、３款の民生費でございます。次のページをお願いをいたします。社会福祉費、

１目社会福祉総務費で、防犯カメラ設置工事費、２９９万０００円の減額です。当初、

３地区３か所を予定をいたしてございましたが、１地区１か所の設置が不能であること

が、設置ができないということが判明をいたしましたため、入札減の不用額と合わせま

して減額をするものでございます。戦没者追悼式負担金につきましては、これは精算に

よりまして２８万０００円を減額するものでございます。国民健康保険事業特別会計

繰出金は、基盤安定負担金、人勧によります職員人件費など４１３万０００円の増額

でございます。介護保険事業特別会計繰出金は、人勧によります人件費及び時間外、１

７９万円の増額でございます。

続きまして、３目の心身障害者福祉費でございます。支払い審査手数料を含みます自

立支援給付費等事業が８０２万０００円の増額で、給付実績の見込みによるもので

ございます。また、令和６年度報酬改定に伴いますシステム改修委託料が８５万００
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０円の増額です。移動支援、日中一時支援、訪問入浴サービスなど、地域生活支援事業

は１０９万０００円の増額でございます。新規事業所の開設など、対象者の方の利用

回数の増加が見込まれるため、計上いたしているものでございます。

次のページのほうに移ります。７目後期高齢者医療費で、療養給付費負担金は精算に

より６８９万０００円の増額です。広域連合の共通経費につきましては、決算により

ます余剰金で６８万０００円の減額です。後期高齢者医療事業特別会計繰出金でござ

います。保険基盤安定負担金の額の確定によりまして９万０００円を減額いたします。

それと、人勧によります人件費２８万０００円の増額で、これを合わせまして１９万

円の増額となります。

続いて、児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。子育て世帯生活支援特別給

付金、５０万円の増額です。家計急変世帯、新規の児童手当の非課税者が当初から増加

する見込みになりました。予算に不足を生じたものでございます。

続いて、２目児童措置費で、児童手当が５５４万円の減額です。

３目の保育所費で、一時預かり補助金１５万円の増額で、基準額の変更によるもので

す。施設等利用給付費負担金は、認可外保育所施設利用児２名の増加で４３万０００

円の増額でございます。

続きまして、４款の衛生費でございます。次のページをお願いをいたします。保健衛

生費、２目健康づくり対策費で、予防接種健康被害給付費、１５０万円の増額になりま

す。事業内容につきまして説明をさせていただきたいと思います。３０ページに新規事

業の一覧表をつけております。そちらのほうを御覧いただきたいと思います。概略を申

し上げます。新型コロナウイルスワクチンの接種によります副作用で健康被害が生じ、

所定の手続を経まして、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働

大臣が認定をしたものでございます。これによりまして、予防接種法第１５条１項によ

ります、市町村が行います健康被害の救済措置により給付を行うものでございます。事

業費につきましては１５０万円、財源につきましては全額国費、医療手当等の支給につ

きましては令和６年１月を予定をいたしてございます。以上が内容でございます。

１７ページのほうに戻っていただきたいと思います。続いて、新生児聴覚検査助成金

でございますが、２名分、１万円の増額でございます。

続きまして、清掃費、１目ごみ処理費で、中播北部行政事務組合負担金（クリーンセ

ンター分）として６３６万０００円の増額でございます。次期ごみ処理事業に係る部

分につきましては２９１万０００円の増額になってございます。２目のし尿処理費で

ございます。浄化槽事業特別会計繰出金ですが、水道による漏水減免の増額、人勧によ

ります人件費の増額及び会計年度任用職員の出勤日数が減になったことによります減額、

合わせまして４９万０００円の減額となってございます。

続いて、５款の農林水産業費です。次のページをお願いをいたします。農業費、３目

農業振興費で、経営転換協力金を科目設定をしておりましたが、要件該当者がありませ
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んでしたので０００円を減額をするものです。それから、地域集積協力金ですが、こ

れにつきましても科目設定をしておりましたが、これに５９９万０００円を増額を

いたしまして、現計予算を６００万円とするものです。少し内訳を申し上げます。越

知谷営農組合の法人化につきまして４００万円、農事組合法人吉冨営農の農地の集積

に２００万円となります。続いて、環境保全型農業推進事業補助金でございますが、大

型散布機械の導入と併せて見込んでおりました資材の貯蔵設備整備の要望が見込めなく

なりましたので、８２６万０００円を減額をいたします。この事業の財源としてお

りました電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金７４０万円を減額をいたし

まして、商工費の価格高騰対策生活者支援商品券事業の財源に振替をいたしてございま

す。次のページをお願いをいたします。未整備農地集積奨励金ですが、農事組合法人吉

冨営農によるものでございまして、６万０００円の増額になります。それから、耕作

条件改善支援補助金１９万０００円の増額で、農事組合法人大河営農の畦畔ブロック

の除去に係る経費を計上をいたしてございます。集落営農活性化プロジェクト促進事業

補助金でございますが、２５万円の増額でございます。越知谷営農の法人化の支援補助

金でございます。

６目地籍調査費は、調査区の測量委託料７００万円の減額で、実績見込みによるもの

でございます。

水産業費、１目水産業振興費でございます。長谷漁協の補助金として１３５万円の増

額でございます。

続きまして、８款の消防費でございます。次のページをお願いをいたします。１目常

備消防費で、中播消防署北部出張所の用地に係ります不動産鑑定業務委託料として６６

万円の増額をいたしてございます。

続きまして、９款の教育費でございます。２２ページをお願いをいたします。１目中

学校管理費で、修繕料３５万円の増額です。正門前にあります防水型のソーラー発電式

時計の修理修繕に係る経費を計上いたしてございます。

続いて、幼稚園費で、長谷幼稚園の開設に係る消耗品備品購入費等１１万０００円

の増額でございます。

２４ページをお願いをいたします。社会教育費、３目社会教育施設運営費でございま

す。きらきら館の空調設備の修繕工事で、直営で実施をいたしましたので、設計監理委

託料が不用になりました。そのため２００万円を減額をいたします。それから、工事請

負費で、当初予定をしていなかったキュービクルの増設が必要となりました。入札減を

含め、不足をします額４９２万０００円を増額するものでございます。

保健体育費、２目体育施設管理費で、神崎体育センターの屋根の修繕を予定をしてお

りましたが、全面の修繕が困難となりました。危険箇所の補修のみを実施をさせていた

だくため、８３８万円を減額をするものでございます。

２５ページから２９ページは給与費明細書、最終の３０ページにつきましては新規事
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業の説明一覧表をつけてございます。

以上で説明のほうを終わります。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明が終わりました。

ここで暫時休憩とします。再開を１５時２５分とします。

午後２時５２分休憩

午後３時２５分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

休憩前に令和５年度神河町一般会計補正予算（第６号）の提案説明が終わりました。

これからは本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。２款総務費の１項総務管理費の職員手

当であります。時間外勤務手当の補正が５４９万０００円と、大変高額な補正額とな

っております。当初予算が恐らく５０１万０００円だったと思うんですけども、それ

に匹敵する部分の時間外の勤務手当、これ休日ではないので、恐らく平日の夜間の手当

と理解したんですけども、この要因ですね。総務課の方、全体的にこうなってるのか、

何名かの方々に仕事が偏ってこうなってるのか、この要因を教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡総務課長。

○総務課長（平岡万寿夫君） 総務課、平岡でございます。総務課全体の職員のベースが

大変増えてるというふうに思っております。主な要因としましては、まず、全国愛瓢会

の兵庫県神河町大会がうちのほうで開催されまして、警備の関係等につきましても住民

生活課の職員が上がってきて、そのまま業務を持ってきたというふうなこともありまし

て、宮内庁実査、警察実査なども大変多かったというふうに理解をしております。

また、今、地域自治協議会の設立準備会をこの１０月から開催を順次していただいて

るんですけども、どうしても夜の会議が非常に多いというふうなところでございます。

また、長期総合計画の策定事務もたくさんあります。また、この１１月の２０日に兵庫

県の連合自治会の中播磨大会があったんですけども、これにつきましても、１０年ぶり

の中播磨での大会というふうなこともありまして、大変時間を要したというところでご

ざいます。あと、男女共同参画セミナーのこともあります。また、今年につきましては

システム改修にも取り組んでおりまして、土日のシステムの点検、また改修等も増えて

おりまして、非常に総務課全体でも増えているというところでございます。

ですから、総務課全体として時間外勤務が常態化している傾向というふうなところが

あるというところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。

澤田議員。
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○議員（３番 澤田 俊一君） 次に、３款民生費の２項児童福祉費、１６ページですね、

これの２目の児童措置費、これは実績ということで、５５０万０００円ですか、児

童手当が減額されております。実績見込みということなんですけども、これだけの額の

減額がある、これも要因を教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。この児童手当の支給額の見込

みですけども、当初予算の組み方といたしましては、前年度の実績がベースといいます

か、それらから、電算システムによりまして算出をいたしました次年度の支給見込み児

童数、これに健康福祉課のほうで母子手帳の交付状況から出生数等を推計をいたしまし

て、プラス、予算不足が生じないように、やや多めに支給対象延べ人数を算出している

ところでございます。そういたしますと、それほど大きく差が出ないというふうに私も

感じておるところですけども、区分ごとにちょっと精査をいたしてみますと、この児童

手当の支払い区分で被用者と非被用者というのがあるんですけども、その被用者の３歳

から中学生の区分で、延べ人数にして７００人を超える、当初見込みと実績との乖離が

あります。これについては、少し見込み数が大きくずれていたというところで、これが

一番大きな要因かなというふうに思っておりまして、あとは、そんなには外れては、外

れてといいますか、見込み違いではないんですけども、当初予算の組み方が少し甘かっ

たというところかというふうに感じております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。当初予算、やっぱりこれだけの額が下

がるというのはあれですから、当初予算の見込み、前年度の実績という部分が一番最初

にあるはずですから、しっかりと次年度に向けては予算措置をしてほしいなと思います。

もう１点です。５款の農林水産業費の１項農業費の３目農業振興費ですね、この中の

神河町の環境保全型農業推進事業です。これについて、今回、８２６万０００円の

減額ということで、財源充当しておりました物価高騰の関係の交付金７４０万円が、商

工費の生活支援のほうですね、商品券のほうに財源充当されたということがあったんで

すけども、この環境保全型農業の推進事業については、たしか５月の臨時会のときに補

正の第２号として上がってきて、担当課が、国がそういう施策を出したんで、何とか神

河町でも活用でけへんやろかということで、一生懸命農林政策課のほうで考えていただ

いて、こういう事業に充当されたというふうに説明は聞いたんですけども、実際に国の

思い、それと、町としての農業者への期待と現実のかなり差があったということですよ

ね、申請がなかったということですから。その辺の要因というか、一生懸命考えて国の

政策に乗っ取ってお金を使わんとしてもらったことについては評価するんですけども、

実態が申請がない部分、そういう部分の、町の思いと実際農業をやっておられる方の申

請をされなかったというその気持ちの差が、気持ちというか、できなかった、活用でき

なかったという差があると思うんですね。その辺をどう分析されているかを教えてくだ
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さい。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。補正額が大きくなり

ました一番の要因は、堆肥を散布する機械を町内で２か所ぐらい装備をしたいと、実は

そういうような要望もある中で、１台は確実に入るだろうという見込みで計上をしてお

りましたけれども、それが入りませんでした。なぜ入らなかったかというところは、６

月の県の補正で新しい機械の、スマート機械に対する補助の事業が去年に引き続いて今

年度も実施をされました。予定をしておりました事業体が、堆肥の散布機というのは堆

肥の散布にしか使えないわけですけれども、食味センサ－つきのもっと最新のコンバイ

ン、それも機械が古くなってるということで、まずはそちらを、利用頻度の高いコンバ

インのほうを優先的に装備をされましたので、この堆肥の散布をする機械を装備するこ

とがその事業体としてはできなかったということで、活用がございませんでした。もう

一つぐらい入るかなと思ってたんですけれども、その辺りも、新しい県の事業が出てき

た中で、補助率が５０％と有利な事業でございますので、そちらのほうを優先的に利用

をされたということで、利用を検討されたということで、機械の装備が、大きなものは

一つも入らずに、１台だけ小さい４０万円程度の機械の導入はありましたけれども、大

きな機械が入らなかったというのが一番大きな減額の要因でございます。

なお、この堆肥の散布、有機質肥料の散布、これにつきましては、当初見込みを７

００アール分見込んでおりましたけれども、現時点の申請の内容としては２５２アー

ルということで、堆肥の利用であったり、有機質の利用であったりという、これは単価

は安い部分ではありますけれども、みどりの食料システム等が今動き出してる中で、町

としてもこの有機質肥料、環境負荷の少ない農業に切り替えていく、これをきっかけに

したいという御説明をしましたけれども、そういう意味では、そういう取組の面積自体

は見込みよりも多くなってきているというところで、一定の成果といいますか、この事

業をやって、それなら堆肥をまこうというところが増えたというのは成果であったかな

というふうに認識をしておるところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第１０６号議案は、総務

文教常任委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２０ 第１０７号議案
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○議長（小寺 俊輔君） 日程第２０、第１０７号議案、令和５年度神河町介護療育支援

事業特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第３号）でござい

まして、補正予算（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

補正の理由は主に３点ございます。１点目は、報告第６号で報告させていただいた公

用車事故に係る町有自動車損害保険の受入金と賠償金の増額、２点目は、人事院勧告に

よる給与改定に伴う人件費の増額、３点目は、施設や自動車修繕のための需用費（修繕

費）の増額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ００８万０００円とするものでござ

います。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、御審議をお願いいた

します。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。本議案の

詳細説明をさせていただきます。

補正の理由は、先ほど町長が申しましたように、主に３点でございます。事項別明細

で御説明を申し上げますので、６ページをお願いいたします。

まず、歳入で、５款諸収入、４項雑入で、町有自動車損害保険受入金として３０万

０００円の増額、このたびの事故に係り、相手車両の賠償金３９万０００円と当方の

車両保険１１万０００円の計５０万０００円を受け入れますが、現在の予算額が２

０万円ですので、その差額の増額補正でございます。

次のページ、歳出でございます。１款業務費、１目業務費は、一般会計と同様、人事

院勧告による給与改定等に伴う人件費を報酬で１７万０００円、給料で１３万００

０円、職員手当等で５０万０００円、共済費１９万０００円の計１００万０００

円増額しております。

１０節需用費で施設及び公用車などの修繕費として３０万円の増額、２１節補償、補

填及び賠償金で３９万０００円の支払いとなりますが、現在の予算額が１０万円です

ので、その差額２９万０００円の増額補正でございます。
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以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０７号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２１ 第１０８号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２１、第１０８号議案、令和５年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）でござい

まして、補正予算（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

補正の内容は、歳入では、保険給付費等普通交付金の増額、保険基盤安定繰入金等、

一般会計繰入金の増額。歳出では、人事院勧告による職員人件費についての増額、運営

協議会の開催回数増に伴う増額、保険給付費の増額、財政調整基金積立金の増額、無受

診世帯への記念品贈呈事業の廃止による保健事業趣旨普及費の減額、令和４年度の保険

者努力支援交付金の確定に伴う国庫返還金の増額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１６万０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億３９７万０００円とするもの

でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。
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平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。それでは、詳細説明をさせて

いただきます。

事項別明細書１６ページをお願いいたします。歳入です。４款１項１目保険給付費等

交付金は、普通交付金対象のレセプト審査支払い手数料で、今年度は、これまでの支払

い実績から当初見込みより審査件数の増が見込まれますので、２万０００円の増額と

しております。なお、レセプト１件当たりの単価は５ ７円でございます。

６款１項１目一般会計繰入金は、保険基盤安定負担金の確定による繰入金で、３９８

万円の増、人事院勧告による職員給与費の繰入金が１５万０００円の増、地方交付税

の中で措置される財政安定化支援事業の確定による繰入金が５万円の増でございます。

１７ページをお願いいたします。歳出です。１款１項１目一般管理費は、人事院勧告

による職員人件費で、給料、職員手当等共済費の計２４万０００円の増。３項１目運

営協議会費は、協議会の開催回数の増に伴う経費で１万０００円の増です。国保の運

営協議会は、例年、国保税の当初賦課前の５月と、国保会計の次年度当初予算の議会で

審議いただく前の２月、計、年２回開催をしておりますが、今年度につきましては、県

統一の標準保険料率への移行に向けまして、基本的に、これから毎年計画的な保険税率

の引上げについて既に確認をいただいているところでありまして、それを踏まえた保険

料率を当初予算積算前にお示しをさせていただくことで、令和６年度の予算に反映をさ

せていただきたく、１１月の９日に協議会を開催させていただいたところであります。

２款１項５目審査支払い手数料は、歳入のほうでも申し上げました国保連合会へ支払

うレセプト審査支払い手数料の不足が見込まれるため、２万０００円の増でございま

す。

４款２項１目保健事業趣旨普及費は、無受診世帯への記念品贈呈事業を廃止させてい

ただきたく、５０万円の減でございます。これまで１年間、２年間、３年以上の期間に

応じて医療機関を一度も受診されなかった世帯を対象に記念品を贈呈してきましたが、

今年度、国保の税率を１３年ぶりに引上げの改定をいたしました。さらに、今後、標準

保険税率まで段階的に引き上げていく予定でありまして、加えて、県へ納める事業費納

付金も今後増額していく見込みの中で、基金の取崩しを含めて、国保会計の厳しい運営

が想定されますので、この事業については今年度より廃止として、国保の運営協議会で

も説明をさせていただき、御理解をいただいたところでございます。

５款１項１目財政調整基金積立金は、今回の補正による増額分を反映して、４３６万

０００円の増としておりますが、年度末の決算見込みの段階では減額補正となること

を想定をいたしております。

１８ページをお願いいたします。６款１項３目国庫支出金返納金は、令和４年度の保

険者努力支援交付金の確定に伴う国庫返納金１万０００円の増でございます。保険者

努力支援というのは、例えば、がん検診や生活習慣病の発症予防の取組、健康づくりポ
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イント事業や後発医薬品の使用の促進など、保険者として町が医療費適正化に向けて取

り組んだことに対する交付金となっております。

以上、詳細説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 財政安定化支援事業やね。５万ではなくて０００円なので、

訂正をお願いします。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 失礼いたしました。先ほど歳入のところで、６款１項

１目一般会計繰入金のところで、財政安定化支援事業繰入金、これが５万円の増と申し

上げましたが、０００円の増でございます。訂正をさせていただきます。申し訳ござ

いませんでした。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託しました第１０６号議案、令和

５年度神河町一般会計補正予算（第６号）との関連がありますので、本案に対する討論、

採決は最終日に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２２ 第１０９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２２、第１０９号議案、令和５年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）でござ

いまして、補正予算（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では、人事院勧告による人件費及び共済費の増額により、事務費

繰入金を増額、保険基盤安定負担金が確定したことによる保険基盤安定繰入金の減額。

歳出では、人事院勧告等に伴う人件費及び共済費の増額、保険基盤安定負担金が確定し

たことによる後期高齢者医療広域連合納付金の減額。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７８７万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本案についての第１０８号議案と同様の理由により、本案に対する討論、採決は最終

日に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２３ 第１１０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２３、第１１０号議案、令和５年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）でございまし

て、補正予算（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございま

す。

補正の内容は、歳入では、人事院勧告に伴う人件費及び超過勤務手当等の人件費の増

額により、事務費繰入金を増額。歳出では、人事院勧告に伴う人件費及び超過勤務手当

等の人件費の増額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７９万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億６２３万０００円とするものでござ

います。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本案についても、第１０８号議案と同様の理由により、本案に対する討論、採決は最

終日に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２４ 第１１１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２４、第１１１号議案、令和５年度神河町訪問看護事業

特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。
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本議案は、令和５年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）でございまし

て、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございま

す。

補正の理由は、一般会計と同様、人事院勧告による給与改定に伴う人件費の増額と、

病院と訪問看護ステーションの間における正規職員の看護師異動、そして、会計年度任

用職員の雇用状況を変更したこと等による人件費の増減でして、歳出のみの補正でござ

います。

次に、補正の内容でございますが、歳出で、業務費の報酬を１９万０００円減額、

給料を２１３万０００円増額、職員手当等を１７２万０００円増額、共済費を２３

７万０００円増額、会計年度任用職員の通勤費用である旅費を１０万０００円増額、

使用料及び賃借料でユニホームリース料として８万０００円を増額し、予備費で調整

しております。

このことによる歳入歳出予算の総額の増減はございません。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。１点だけ教えてくださいね。４９ペー

ジに、旅費が１０万ほど増えてます。多分、会計任用職員の方、何か御結婚かなされて

住所地が変わって増えとるんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。今おっし

ゃったのは、旅費の１０万０００円の増額でございますか。これにつきましては、会

計年度任用職員の通勤手当部分でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 井上総務課長、通勤手当がなぜ１０万０００円増えたのか、

例えば人が１名増えたのかとか、通勤距離が長くなったのかとか、そういった部分の説

明をお願いします。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。大変失礼

いたしました。当初、会計年度任用職員で、週２日勤務を予定していた職員を週４日、

５日に延ばしたことによる通勤手当の増額でございます。よろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

－８９－



○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１１号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２５ 第１１２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２５、第１１２号議案、令和５年度神河町長谷地区振興

基金特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計補正予算（第１号）でござい

まして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入では、振興基金繰入金を４３４万０００円増額、歳出では、長

谷ふれあいマーケット運営費補助金を２９９万０００円、一般会計繰出金を１３５万

円増額するものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３４万０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７３万０００円とするものでござ

います。なお、これらの内容につきましては、令和５年１１月２２日に書面決議により、

長谷地区振興基金審議会に御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本案についても、第１０８号議案と同様の理由により、本案に対する討論、採決は最

終日に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２６ 第１１３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２６、第１１３号議案、令和５年度神河町浄化槽事業特

別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第１１３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度神河町浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）でございまして、

補正予算（第１号）以降、補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の要因は、人事院勧告による人件費の増、会計年度任用職員の出勤日数の減少に

よる減で、報酬等の人件費がトータルで減額、過年度における漏水減免が発生し、料金

を返納することになったことから、過年度合併浄化槽使用料還付金を増額いたします。

補正の内容は、歳入では、一般会計繰入金を４９万０００円の減額、歳出では、人

件費で４９万０００円の減額、還付金で０００円の増額でございます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９万０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１４万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。歳出のほうで報酬なりずっとあるんで

すけど、今回の改定は基本的に上がってますからプラス出てくると思うんですけど、こ

れ、下水道事業との会計年度任用職員の作業区分を分けられてこないなっとるんですか。

減額になってる理由。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。減額の理由でござい

ますけれども、予算時、予算のときには、週５日勤務をしていただく予算をしておりま

したけども、４月で会計年度任用職員の方が再任用になって、その方は週に３日の勤務

をお願いすることになりましたので、その分の減額でございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本案についても、第１０８号議案と同様の理由により、本案に対する討論、採決は最

終日に行います。御了承願います。

・ ・

日程第２７ 第１１４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２７、第１１４号議案、令和５年度神河町水道事業会計

補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ
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ます。

本議案は、令和５年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）でございまして、補正

予算（第２号）以降、補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条の収益的支出の予定額で、浄水場等の機器の故障による修

繕費が不足となるため、２１３万０００円の増額、燃料費高騰による不足で１０万円

の増額、人事院勧告に伴う総係費の給料、手当、法定福利費等で５６万０００円を増

額、増減の差額２８０万円を予備費で減額いたしております。

次に、予算４条の資本的支出でも、人事院勧告に伴う人件費、事務費の給料等で８万

０００円の増額をいたしております。資本的収入額が資本的支出に対し不足する額１

億９９９万０００円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたします。

次に、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職

員給与費を６５万０００円増額し、７３６万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１４号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２８ 第１１５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２８、第１１５号議案、令和５年度神河町下水道事業会

計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）でございまして、補

正予算（第２号）以降、補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条の収益的収入の長期前受金戻入を令和４年度決算確定によ
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り２３７万０００円の増額、収益的支出の予定額で、人事院勧告に伴う総係費の給料、

手当、法定福利費等で５７万円を増額、令和４年度決算確定により、減価償却費の６４

２万０００円の増額、増減の差額４６１万０００円を予備費で減額いたしておりま

す。

次に、予算第４条の資本的支出の事務費で、人事院勧告に伴う給料、手当、法定福利

費等、１６万０００円の増額をしております。資本的収入額が資本的支出に対し不足

する額２億８５７万０００円は、過年度損益勘定留保資金等で補填いたします。

次に、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職

員給与費を７３万０００円増額し、５６３万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。２２ページに減価償却費があります。

構築物の減価償却分の分と、それから機械及び装置があるんですけど、今、統廃合され

ている関係で出てると思うんですけど、これ、どこどこの分で上げられてるのか、ちょ

っと教えていただけますか。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。令和２年度から令和

４年度にかけて、大河内処理場のほうに上小田処理区、南小田処理区を統合した分の工

事でございまして、今までは建設仮勘定で置いておったわけなんですけども、令和４年

度決算で資産に上げましたので、その部分に係る減価償却が発生したということでござ

います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１５号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第２９ 第１１６号議案
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○議長（小寺 俊輔君） 日程第２９、第１１６号議案、令和５年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）でございまして、

補正予算（第２号）以降、変動が生じたものについて補正するものでございます。

このたびの補正は、収益的収入及び支出の補正のみで、資本的収入及び支出の補正は

ございません。

補正理由は、主に２点でございます。１点目は、平成３０年２月に実施した手術時に

発生した医療事故について、このたび示談が成立したことにより、病院賠償責任保険受

入金と示談金の支払いについての補正です。２点目は、年度中の職員異動に伴う給与費

の増減と人事院勧告に伴う給与改定に係る人件費の補正でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。本議案の

詳細説明をさせていただきます。個々に補正内容を御説明申し上げます。

まず、３３ページを御覧ください。予算第３条の収益的収入及び支出でございます。

補正理由のまず１点目、医療事故に係る保険金の受入れと示談金の支払いでございます。

収入の３項特別利益、２目その他特別利益で、病院賠償責任保険受入金として１９６

万０００円を受け入れ、４０ページの最下段になりますけれども、支出の３項特別損

失、１目その他特別損失で同額を支払うよう補正するものでございます。

このたびの補正に関しまして、会計事務所に確認したところ、過年度分であるため、

特別利益、特別損益で処理することが望ましいとの指示を受けて計上するものでござい

ます。

３４ページにお戻りください。次に、人件費の補正ですけれども、今年度における採

用、途中退職など、異動分と人事院勧告に伴う給与改定分について補正するものです。

１項医業費用、１目給与費で４０４万０００円の増額、３４ページの中段付近にな

りますが、３項経費（会計年度任用職員通勤費用）で１２０万０００円の増額として

います。２項医業外費用、５目在宅医療・介護連携支援センター費の人件費増額分につ

いては同じ目内で調整し、増減額なしとしています。

これら３４ページから４０ページ上段にかけてその内訳を記載しておりますが、給与
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費明細書で説明させていただきますので、４３ページを御覧ください。上段が正規職員

で、下段が会計年度任用職員分でございます。

まず、上段の正規職員分ですが、１０月末までに採用、退職、異動等により生じた人

件費の補正と人事院勧告に伴う給与改定分を加味した補正としています。

一番上の表の４行目に比較額を記載しています。給料で３０５万０００円の増額、

手当で２７９万０００円の増額、法定福利費で６５５万０００円の増額でござい

ます。

手当の内訳は、その下の表になります。管理職手当１７２万０００円の増額、扶養

手当８４万０００円の減額、住居手当２９万０００円の減額、通勤手当６９万０

００円の減額、時間外勤務手当１２５万円の増額、期末手当４３６万円の増額、勤勉手

当４２４万０００円の増額、単身赴任手当３６万円の減額、特殊勤務手当３４１万

０００円の増額です。

その特殊勤務手当の内訳につきましては、その下の表になりますが、医師手当で２２

５万円の増額、研究手当で２０万円の増額、処遇改善手当で９６万０００円の増額で

ございます。

次に、会計年度任用職員分ですが、薬剤師１名、看護師２名、事務員３名、看護補助

者１名、合計７名増員による人件費の増額と人事院勧告に伴う給与改定分を加味した補

正としています。報酬で１５２万０００円の増額、手当で２５９万０００円の増

額、法定福利費で７５７万円の増額としています。

以上が人件費分の説明になります。

４１ページはキャッシュフロー計算書でございます。

３２ページにお戻りください。第２条において、収益的収入及び支出の収益的収入の

病院事業収益を１９６万０００円増額し、３５億４１５万０００円に、支出の

病院事業費用を７２０万０００円増額し、３７億６１万０００円に補正いたしま

す。

第３条では、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経

費の給与費を４０９万０００円増額し、２２億５２０万０００円に補正するも

のです。

病院会計につきましては、令和３年度以降、収支不均衡予算としています。収支差を

御確認いただくため、補正予算説明資料を提出させていただいておりますので、４６ペ

ージの資料を御覧いただきたいと思います。当初予算から１２月補正までのそれぞれの

内容を記載しております。当初予算時は、収益的収入及び支出の収支差は、費用が収入

より１億５５７万０００円多い状況でありました。６月補正でコロナ関連の補助金

を計上したこと等により、収支差は少し縮まりましたが、このたびの補正後の収支差は

１億６４６万０００円となっています。年度当初より収支差が広がることになり、

依然、費用が収入を上回る予算の状況でございますが、非資金性の収入や支出、減価償
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却費、資産減耗費、長期前払い金償却と収入の長期前受金戻入を含んでの収支差である

ため、資金繰りや会計処理に問題が生じるものではございません。支出抑制については、

もちろん執行ベースで努めてまいります。

上記の予算計上で支出のうち非資金性の項目を差し引きすると、当年度損益勘定留保

資金の額は約３億５００万円となりまして、３条予算の収支差１億６４６万０００

円に充当してもなお約１億８００万円の留保資金があり、そのうち２１８万００

０円を４条予算の収支差に補填するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございますが、報告第６号で提出させていただいた損害

賠償の額の決定の報告議案と同様に、病院における医療事故に関する報告議案が必要で

はないのかという疑問が生じておられることと存じますので、この点、少し追加で説明

をさせていただきます。

議会に提出すべき議案、言い換えますと、議会が議決しなければならない事項につい

ては、地方自治法第９６条第１項で定められています。第１項第１号で条例を設け、ま

たは退廃すること、第２号で予算を定めること、第３号で決算を認定すること等、１５

項目が規定され、同項第１３号で法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることと

の規定がございます。この第１３号の規定に基づき、議会に損害賠償の額の決定等につ

いて議決を求めているところですが、「法律上その義務に属する」とは、判決により確

定した損害賠償の額については議会の議決は不要である、地方公営企業の業務に関する

損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、本号の適用はなく、議会の

議決を要しないとの逐条解説でございます。ですから、地方公営企業である病院事業等

については、損害賠償の額の決定等に係る議案の提出は法律上求められておらず、また、

議会における議決事項にも該当しないことから提出しておりませんので、御理解いただ

きますようにお願いをいたします。

以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１６号議案は、原案のとお

り可決しました。
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・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。委員会に付託した議案審査のため、明日から１３日まで休会にしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。明日から１３日までは休会と決定

しました。

次の本会議は、１２月１４日午前９時再開とします。

本日はこれで散会します。どうも皆さん、お疲れさまでした。

午後４時２４分散会
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